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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

３ 純資産額の算定にあたり、第130期中間期及び第130期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

４ 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次
第129期 
中間期

第130期
中間期

第131期
中間期

第129期 第130期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 百万円 599,842 642,427 708,468 1,212,207 1,305,167

経常利益 百万円 259,427 299,040 333,696 485,354 585,019

中間(当期)純利益 百万円 181,274 159,142 218,011 313,249 335,805

純資産額 百万円 2,208,679 2,377,833 2,442,974 2,348,429 2,461,116

総資産額 百万円 2,840,399 2,951,211 3,029,081 3,042,294 3,072,501

１株当たり純資産額 円 2,495.09 2,696.63 2,848.96 2,652.59 2,816.28

１株当たり中間 
(当期)純利益

円 204.78 181.27 255.54 353.47 386.00

自己資本比率 ％ 77.8 79.2 79.3 77.2 78.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 174,647 945 160,220 373,575 209,280

投資活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 67,232 216,956 108,092 6,566 116,392

財務活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 △40,938 △205,712 △ 188,511 △89,290 △315,942

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

百万円 1,501,071 1,646,096 1,705,670 1,626,235 1,647,694

従業員数 人 14,855 14,991 15,717 15,069 14,993



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ １株当たり純資産額及び１株当たり中間（当期）純利益については、中間連結財務諸表を作成しているため

記載しておりません。また、潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、第130期中間期及び第130期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

４ 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。 

  

  

２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間における、当社グループが営む事業内容の重要な変更及び主要な関係会社の異動

は、次のとおりです。 

・医薬事業 ：事業内容に重要な変更はありません。また、当中間連結会計期間において、当社が保

有するワイス株式会社の全株式を米国ワイス社に譲渡しました。 

  

・その他事業：当中間連結会計期間において、調味料等の製造・販売を営んでいた武田キリン食品株

式会社につき、当社が保有する全株式を麒麟麦酒株式会社に譲渡しました。 

  

回次
第129期 
中間期

第130期
中間期

第131期
中間期

第129期 第130期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 百万円 424,847 431,955 459,167 840,230 869,068

経常利益 百万円 204,787 207,448 196,933 364,439 378,377

中間(当期)純利益 百万円 155,644 113,211 146,250 249,361 219,813

資本金 百万円 63,541 63,541 63,541 63,541 63,541

発行済株式総数 千株 889,272 889,272 889,272 889,272 889,272

純資産額 百万円 1,663,175 1,656,222 1,594,466 1,728,443 1,655,400

総資産額 百万円 2,063,025 2,008,067 1,951,724 2,157,543 2,045,317

１株当たり配当額 円 53.00 60.00 84.00 106.00 128.00

自己資本比率 ％ 80.6 82.5 81.7 80.1 80.9

従業員数 人 5,989 5,826 5,863 5,834 5,653



３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間における主要な関係会社の異動の状況は次のとおりです。 

・連結子会社    ：大和不動産株式会社は、平成19年４月に武田薬品不動産株式会社及び新和不動産

株式会社を吸収合併し、武田薬品不動産株式会社（連結子会社）に商号変更し

ております。 
  

・持分法適用関連会社：平成19年４月、ワイス株式会社の全株式を米国ワイス社に、武田キリン食品株式

会社の全株式を麒麟麦酒株式会社に譲渡しました。  
  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在

 
(注) 従業員数は就業人員数です。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員数です。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特記すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

医薬事業 13,205

その他事業 2,512

合計 15,717

従業員数(人)

5,863



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績全般の概況 

国内市場は、後発品の使用促進やＤＰＣ（急性期入院医療に係る診断群分類別包括評価）の拡大など

の政府による医療費抑制策の推進により、市場の成長率は低い水準で推移しております。また、来春に

は薬価改定も予定されており、今後、市場は更に厳しいものになると想定しております。  

世界の医療用医薬品市場の５割弱を占める米国市場は、昨年１月から本格実施されましたメディケア

パートＤ（高齢者向け公的医療保険制度に設けられた外来薬剤給付制度）の影響による市場の伸長が一

巡した一方で、大型品の特許切れとそれに伴う後発品のシェア拡大やスイッチＯＴＣ薬の使用増などに

より、市場の成長スピードは鈍化傾向にあります。  

欧州市場においても、医療費抑制策の進展、後発品市場の拡大、低薬価国から高薬価国への並行輸入

の存在などにより厳しい状況が続いております。  

一方、研究開発面では、日米欧の先進各国とも医薬品研究開発などのライフサイエンス分野を経済発

展の牽引分野と位置付け、国家戦略として取組みを強化していますが、製薬産業は世界的に技術革新の

壁に直面している観があり、有効性と安全性に優れた画期的な新薬の研究開発はますます困難になって

おり、これに要する費用や期間も増加の一途をたどっております。この結果、グローバルスケールの新

薬研究開発競争は一層厳しさを増しており、生き残りをかけた買収や合併は今後も続くものと予測され

ます。  

  

このような事業環境のもと、当中間連結会計期間の連結業績は以下のとおりとなりました。 

  

①売上高 

前年同期から660億円（10.3％）増収の7,085億円となりました。  

・米国子会社「武田ファーマシューティカルズ・ノースアメリカ株式会社」（以下、ＴＰＮＡ社）を

中心とした糖尿病治療剤「アクトス」の大幅な増加や、国内外における高血圧症治療剤「カンデサ

ルタン」の伸長などにより増収となりました。  

・為替レートが対ドル、対ユーロのいずれも円安に推移したため、為替の影響は対前年同期で149億

円の増収要因となっております。  

・国際戦略製品の連結売上高は下記のとおりです。  
  

 
  

②営業利益 

前年同期から287億円（12.1％）増益の2,649億円となりました。  

・売上総利益は前年同期から649億円（12.9％）増益の5,684億円となりました。  

・販売費及び一般管理費は3,035億円となり、前年同期から362億円（13.6％）増加しましたが、売上

糖尿病治療剤  
「ピオグリタゾン（製品名アクトス）」 2,071億円 前年同期比 460億円 (28.6%)増

高血圧症治療剤  
「カンデサルタン（国内製品名：ブロプレス）」 1,128億円 〃 123億円 (12.2%)増

消化性潰瘍治療剤 
「ランソプラゾール（国内製品名：タケプロン）」 776億円 〃 10億円 (1.3%)増

前立腺癌・乳癌・子宮内膜症治療剤 
「リュープロレリン（国内製品名：リュープリン）」 645億円 〃 20億円 (3.3%)増



総利益の増加によりこれを吸収し、増益となりました。  

・研究開発費は、開発活動の進捗や本年３月に買収いたしました「武田ケンブリッジ株式会社」およ

び「武田シンガポール株式会社」における研究費の発生などにより対前年同期で111億円

（11.6％）増加しました。  

・研究開発費以外の販売費及び一般管理費は、ＴＰＮＡ社における販売経費を中心に前年同期から

251億円（14.7％）増加しました。  

  

③経常利益 

 前年同期から347億円（11.6％）増益の3,337億円となりました。  

・営業利益の増益に加え、受取利息の増加等により、営業外損益が前年同期から60億円の増益となっ

たことが寄与いたしました。  

・持分法による投資利益は前年同期から13億円（3.9％）減少し315億円となりました。このうち米国

持分法適用関連会社「ＴＡＰファーマシューティカル・プロダクツ株式会社」（以下、ＴＡＰ社）

については、前年同期から21億円（7.1％）減少し274億円となっております。  

  

④中間純利益 

前年同期から589億円（37.0％）増益の2,180億円となりました。  

・特別利益が292億円と前年同期から91億円減少しましたが、経常利益が増加したことに加え、前年

同期に移転価格税制に基づく更正処分に関する追徴税571億円の計上があったことから、中間純利

益は前年同期から大幅な増益となっております。  

・特別利益として、「ワイス株式会社」および「武田キリン食品株式会社」の株式譲渡益などを当中

間連結会計期間に計上しております。  

・１株当たり中間純利益は、前年同期から74円27銭（41.0％）増の255円54銭となりました。  

  

(2) セグメント別の状況 

（以下のセグメント別連結売上高は、各セグメントの外部顧客に対する売上高を表しています。） 

  

①事業の種類別セグメント 
  

[医薬事業] 

医薬事業合計の売上高は、前年同期から660億円（11.2％）増収の6,579億円、営業利益は、前年同期

から278億円（12.0％）増益の2,583億円となりました。  

  

  医療用医薬品事業の売上高は、前年同期から655億円（11.7％）増収の6,275億円となりました。 
  



国内における医療用医薬品の売上高は、「ブロプレス」、「タケプロン」、「アクトス」等の主力製

品の増加により、前年同期から86億円（3.3％）増収の2,656億円となりました。   

主な品目の国内売上高は下記のとおりです。  

 
  

海外における医療用医薬品の売上高は、為替の円安影響も含め、前年同期から569億円（18.7％）増

収の3,618億円となりました。 

米国においては、「アクトス」がＴＰＮＡ社のプロモーション活動強化や２型糖尿病治療剤「アクト

プラスメット」などの新製品の寄与に加え、競合品の安全性に関する論文が発表された影響もあり、前

年同期より274百万ドル（23.8％）増収の1,428百万ドルとなりました。昨年４月に発売した慢性特発性

便秘症治療剤「アミティーザ」は、前年同期より77百万ドル増収の90百万ドルとなり、順調に伸長して

おります。また、不眠症治療剤「ロゼレム」の売上は57百万ドルとなり、前年同期より24百万ドルの増

収となりました。  

欧州においては、「アクトス」などの売上が伸長したことや為替の円安影響により増収となりまし

た。  

  

  ヘルスケア事業の売上高は、「ニコレット」等一部品目は減少したものの、これを主力製品である

「アリナミン錠剤類」、「ベンザ」の増加で吸収し、前年同期から５億円（1.7％）増収の305億円とな

りました。  

  

[その他事業] 

その他事業の売上高は、前年同期並みの505億円、営業利益は、前年同期から８億円（14.4％）増益

の64億円となりました。 

  

②所在地別セグメント 

  

日本セグメントの売上高は前年同期から101億円（2.4％）増収の4,373億円、営業利益は192億円

（7.2％）増益の2,854億円となりました。 

  

北米セグメントの売上高は前年同期から458億円（31.3％）増収の1,920億円、営業利益は230億円

（47.5％）増益の715億円となりました。 

  

高血圧症治療剤          
「ブロプレス」 686億円 前年同期比 54億円( 8.5％)増

前立腺癌・乳癌・子宮内膜症治療剤 
「リュープリン」 333億円 〃 11億円( 3.5％)増

消化性潰瘍治療剤         
「タケプロン」 315億円 〃 32億円(11.2％)増

糖尿病食後過血糖改善剤      
「ベイスン」 271億円 〃 12億円( 4.4％)減

糖尿病治療剤        
「アクトス」 201億円 〃 41億円(25.6％)増



欧州セグメントの売上高は前年同期から97億円（15.1％）増収の739億円、営業利益は21億円

（12.0％）増益の195億円となりました。 

  

アジアセグメントの売上高は前年同期から５億円（10.9％）増収の53億円、営業利益は０億円

（0.4％）減益の11億円となりました。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金）は、前連結会計年度末に比べ580億

円増加し、17,057億円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

  

［営業活動によるキャッシュ・フロー］ 

営業活動の結果、資金は1,602億円の純増(前年同期は９億円の純増）となりました。税金等調整前中間

純利益が増加したことに加え、法人税等の支払額などが減少したことによるものです。  

  

［投資活動によるキャッシュ・フロー］ 

投資活動の結果、資金は1,081億円の純増(前年同期は2,170億円の純増)となりました。これは主に、有

価証券の売却及び償還による収入が有価証券の取得による支出を大幅に上回ったことや、定期預金の払戻

による収入などによるものです。  

  

［財務活動によるキャッシュ・フロー］ 

財務活動の結果、資金は1,885億円の純減(前年同期は2,057億円の純減）となりました。これは主に、

当中間連結会計期間に自己株式の取得（1,287億円）による支出や配当金の支払いによるものです。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 
（注） 生産実績金額は、消費税等を除いた販売価格によっています。 

  

(2) 商品仕入実績 

当中間連結会計期間における商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

す。 

 
（注） 商品仕入実績金額は、消費税等を除いた実際仕入額によっています。 

  

(3) 受注状況 

当社グループは、主に販売計画に基づいて生産計画をたてて生産しております。 

一部の事業において受注生産を行っておりますが、受注高及び受注残高の金額に重要性はありませ

ん。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

医薬事業セグメント 334,307  3.8

 医療用医薬品事業 319,148  3.6

 ヘルスケア事業 15,159  6.6

その他事業セグメント 24,506  5.4

 ビタミン事業 5,381  37.9

 その他事業 19,126  △ 1.2

合計 358,813  3.9

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

医薬事業セグメント 61,455  △ 3.0

 医療用医薬品事業 54,204  △ 1.9

 ヘルスケア事業 7,252  △ 11.1

その他事業セグメント 11,895  9.1

合計 73,351  △ 1.3



(4) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 
（注） １ 販売実績は、外部顧客に対する売上高を表示しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりです。 

  

 
 ３ 販売実績金額は、消費税等を除いた金額です。 

  

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じたものはあ

りません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

医薬事業セグメント 657,941  11.2

 医療用医薬品事業 627,474  11.7

  国内 265,633  3.3

  海外 361,841  18.7

 ヘルスケア事業 30,466  1.7

その他事業セグメント 50,528  0.0

 ビタミン事業 5,085  23.5

 その他事業 45,442  △ 2.1

合計 708,468  10.3

（うち海外） (368,996) (18.3)

（うち知的財産権収益） ( 27,665) (7.0)

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

金額（百万円) 割合（％） 金額（百万円) 割合（％）

㈱メディセオ・ 

パルタックホールディングス
138,002 21.5 126,422  17.8



４ 【経営上の重要な契約等】 

経営上の重要な契約等について、当中間連結会計期間における締結、重要な変更、終了・解約は次のと

おりです。 

（1） 技術貸与 

  当中間連結会計期間に締結した契約 

 
  

（2） 共同研究 

  当中間連結会計期間に締結した契約 

 
  当中間連結会計期間に重要な変更があった契約 

 
（注）１ 合意により、契約期間を２年間延長いたしました。 

当中間連結会計期間に終了・解約した契約 

 
（注）２ 開発終了により、2007年６月に終了いたしました。 

当中間連結会計期間後に終了・解約した契約 

 
（注）３ 2007年11月に合意解約いたしました。 

契約会社名 相手先 国名 技術の内容 対価の受取 契約期間

武田薬品工業㈱
(当社)

トビラ社 アメリカ
HIV感染症治療薬に
関する技術

契約一時金
一定料率のロ
イヤルテイ

2007.８～ 
国毎に、特許満了等契約
所定の事由の発生時

契約会社名 相手先 国名 共同研究の内容 契約期間

武田薬品工業㈱
(当社)

アルケミックス社 アメリカ
アプタマー医薬品の創製
に関する共同研究

2007.６～2010.６ 
（１年毎の延長可（２
回まで））

契約会社名 相手先 国名 共同研究の内容 契約期間

武田薬品工業㈱
(当社)

ハーバード大学医学部 
ベス・イスラエル・ディーコネス 
医療センター

アメリカ
肥満・糖尿病領域における
研究

2002.７～2009.７
（注）１

契約会社名 相手先 国名 共同研究の内容 契約期間

武田薬品工業㈱
(当社)

味の素㈱ 日本 骨粗鬆症治療薬に関する研究

2002.８～ 
契約発効日から８年間又は開
発中止・終了のいずれか早い
方（注）２

武田薬品工業㈱
(当社)

エボテック・ニューロ
サイエンシーズ社

ドイツ
アルツハイマー病治療薬に関
する研究

2003.８～2007.８

武田薬品工業㈱
(当社)

レキシコン・ジェネテ
ィクス社

アメリカ
高血圧・低血圧領域における
創薬ターゲットに関する研究

2004.７～2007.７

契約会社名 相手先 国名 共同研究の内容 契約期間

武田薬品工業㈱
(当社)

アルバニー・モレキュ
ラー・リサーチ社

アメリカ 化学合成技術に関する研究
2002.10～2003.９（以後１年
毎の自動更新）（注）３ 



  

(3) 技術導入 

当中間連結会計期間に締結した契約 

 
当中間連結会計期間に重要な変更があった契約 

 
（注）４ 相手先は、従来「麒麟麦酒㈱」でしたが、2007年7月に同社の医薬品事業が吸収分割されたことにより、上

記会社に変更されております。 

当中間連結会計期間後に締結した契約 

   

（4） 供給契約 

該当事項はありません。 
  
（5） クロスライセンス 

該当事項はありません。 
  
（6） 合弁関係 

当中間連結会計期間に終了・解約した契約 

 
（注）５ 2007年４月に合弁契約を終了いたしました。 

契約会社名 相手先 国名 技術の内容 対価の支払 契約期間

武田薬品工業㈱
(当社)

バイオワ社 アメリカ
抗体活性増強に関す
る技術

契約一時金
一定料率のロ
イヤルティ

2007.５～ 
国毎に、発売から10年間
又は対象特許の満了日の
長い方

武田薬品工業㈱
(当社)

ルンドベック社 デンマーク

気分障害・不安障害
治療薬に関する技術
（対象地域：アメリ
カ）

契約一時金
一定料率のロ
イヤルティ

2007.９～ 
契約所定の事由により解
約されない限り、相手方
との合意により終了する
まで

契約会社名 相手先 国名 技術の内容 対価の支払 契約期間

武田薬品工業㈱
(当社)

キリンファーマ㈱ 
（注）４ 

日本
抗体医薬に関する技
術

契約一時金
一定料率のロ
イヤルティ

2003.７～ 
相手先との合意または当
社の随意解約権行使によ
り解約されるまで

契約会社名 相手先 国名 技術の内容 対価の支払 契約期間

武田薬品工業㈱
(当社)

ルンドベック社 デンマーク
気分障害・不安障害
治療薬に関する技術
（対象地域：日本）

契約一時金
一定料率のロ
イヤルティ

2007.11～ 
契約所定の事由により解
約されない限り、相手方
との合意により終了する
まで

契約会社名 相手先 国名 合弁会社名 設立の目的 設立年月

武田薬品工業㈱ 
(当社)

麒麟麦酒㈱ 日本 武田キリン食品㈱ 食品の製造・販売 2002.４ （注）５



当中間連結会計期間後に終了・解約した契約 

 
（注）６ 2007年10月に合弁契約を終了いたしました。 

  
（7） 販売契約 

当中間連結会計期間に締結した契約 

 
当中間連結会計期間に重要な変更があった契約 

 
（注）７ 相手先は、従来「ファイザー社およびファイザー㈱」でしたが、ファイザーグループがジョンソン・エン

ド・ジョンソングループにＯＴＣ薬事業を譲渡したことに伴い、上記会社に変更されております。 

当中間連結会計期間に終了・解約した契約 

 
（注）８ 2007年８月に合意解約いたしました。 

  

（8） その他 

当社は、当社グループの不動産事業の更なる効率化を図るため、2007年４月26日に、武田薬品不動産

株式会社との間で、当社のテナントビル事業にかかる資産および負債ならびに契約上の地位に基づく権

利義務を、武田薬品不動産株式会社に承継させることを内容とする吸収分割契約を締結しました。  

本吸収分割の効力発生日は2007年７月１日であり、本吸収分割に際して、武田薬品不動産株式会社

は、普通株式10,000株を発行し、その全てを当社に割当て交付しました。  

  

契約会社名 相手先 国名 合弁会社名 設立の目的 設立年月

武田薬品工業㈱ 
(当社)

住友化学㈱ 日本 住化武田農薬㈱
農薬および農芸用
資材の製造・販売

2002.11 （注）６

武田薬品工業㈱ 
(当社)

ハウス食品㈱ 日本
ハウスウェルネス
フーズ㈱

食料品、飲料品等
の製造・販売

2006.４ （注）６

契約会社名 相手先 国名 契約内容 契約期間

武田薬品工業㈱
(当社)

サンセラ・ファーマシュー
ティカルズ社

スイス
デュシェンヌ型筋ジスト
ロフィー治療薬(イデベノ
ン)の共同開発・販売

2007.８～ 
発売から10年間 
(以後１年毎の自動更新)

契約会社名 相手先 国名 契約内容 契約期間

武田薬品工業㈱
(当社)

マクニール社およびジョン
ソン・エンド・ジョンソン
㈱ （注）７ 

スウェーデン
日本

ニコチンガムおよびニコ
チンパッチの日本におけ
る販売

1996.12～ 
後の品目販売から８年間 

(以後３年毎の自動更新)

契約会社名 相手先 国名 契約内容 契約期間

武田薬品工業㈱
(当社)

イーライ・リリー社 アメリカ
糖尿病性合併症治療薬
の日本での共同開発・
販売

2003.12～ 
発売から10年間又は対象特許
の満了日の長い方（注）８ 
 



５ 【研究開発活動】 

当社グループは、医薬事業を中心に、当社及び連結子会社も含め、幅広い研究開発活動を展開しており

ます。 

当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は1,073億円であり、うち、1,057億円が医薬事

業セグメントで発生しております。 

医薬事業セグメントの研究開発活動の状況は次のとおりです。 

  

 ［医薬事業セグメント］ 

当社グループでは、医薬事業セグメント全体にかかる研究開発費の大半を医療用医薬品の研究開発活

動に投下しております。 

  

・医療用医薬品 

成長の源泉である研究開発パイプラインの拡充と新製品の早期上市に向け、自社研究開発、製品付

加価値の 大化、導入・アライアンス活動を３本柱として、生活習慣病領域、癌・泌尿器科疾患（婦

人科疾患を含む）領域、中枢神経疾患（骨・関節疾患を含む）領域、消化器疾患領域を重点領域と位

置付け、経営資源を集中投下しております。  

当中間連結会計期間における研究開発活動の主な成果は下記のとおりです。  

  

 ①自社研究開発 

・本年７月、高血圧症治療薬「TAK-491」について、欧米で第Ⅲ相臨床試験を開始しました。  

・本年８月、HIV感染症治療薬「TAK-220」および「TAK-652」について、米国「トビラ社」に、全世

界を対象とした独占的開発・製造・販売権を導出する契約を締結しました。  

・本年８月、高血圧症治療薬「TAK-536」について、日本で第Ⅱ相臨床試験を開始しました。   

・本年11月、静脈および動脈血栓性塞栓症治療薬「TAK-442」について、欧米で第Ⅱ相試験を開始し

ました。「TAK-442」は、血液凝固過程において重要な役割を果たしているファクターXa（テンエ

ー）を選択的に阻害を選択的に阻害することから、静脈・動脈血栓に起因する様々な疾患に効果を

示す経口投与の新規抗凝固剤として期待されています。 

  

 ②製品付加価値の 大化 

＜ランソプラゾール（国内製品名：タケプロン）＞  

・本年８月、厚生労働省より、「アモキシシリン」および「メトロニダゾール」との併用による、

胃・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリの二次除菌療法にかかる用法・用量の追加承認

を取得しました。  

＜ピオグリタゾン（製品名：アクトス）＞  

・本年６月、厚生労働省に、「アクトス」とインスリン製剤との併用療法の効能追加申請を行いまし

た。  



＜リセドロネート（国内製品名：ベネット）＞  

・本年４月、厚生労働省より、骨粗鬆症治療剤「ベネット」の週１回投与製剤である「ベネット錠

17.5mg」の製造販売承認を取得し、６月、販売を開始しました。  

・本年７月、厚生労働省に、「ベネット錠17.5mg」の骨ページェット病にかかる効能追加申請を行い

ました。  

＜カンデサルタン（国内製品名：ブロプレス）＞  

・本年11月、第80回米国心臓学会において、高血圧症を有する冠動脈疾患患者を対象とした大規模臨

床試験「HIJ-CREATE（*１）」の成績が発表されました。本試験において、カンデサルタンを基礎

とした薬剤治療が、糖尿病の新規発症、および腎機能の低下した患者の心血管系イベント発症リス

クを有意に抑制することが確認されました。  

*１ The  Heart  Institute  of  Japan-Candesartan  Randomized  trial  for  Evaluation  in 
Coronary Artery Disease  

＜ボグリボース（国内製品名：ベイスン）＞ 

・本年12月、厚生労働省に、食後過血糖改善剤「ベイスン錠0.2、同OD錠0.2」の「耐糖能異常におけ

る２型糖尿病の発症抑制」にかかる効能追加申請を行ないました。 

  

 ③導入・アライアンス活動 

・本 年 ５ 月、米 国「バ イ オ ワ 社」よ り、ADCC（* ２）活 性 を 高 め る 抗 体 作 製 技 術

「POTELLIGENT®Technology」の非独占的使用権を取得することにつき合意しました。  

*２ Antibody-dependent cellular cytotoxicity(抗体依存性細胞障害)  
ADCC活性とは、ヒトが持っている免疫機能の１つであり、この活性を高めることにより、抗
腫瘍活性の増強などの大きなメリットが期待されます。  

・本年６月、米国「アルケミックス社」と、アプタマー医薬品の創製に関する共同研究契約を締結し

ました。  

・本年８月、スイス「サンセラ社」と、「イデベノン」のデュシェンヌ型筋ジストロフィーの効能に

ついて、欧州を対象とした販売契約を締結しました。  

・本年９月、デンマーク「ルンドベック社」と、同社が創製した気分障害・不安障害治療薬につい

て、米国および日本を対象とした共同事業化契約を締結し、本年12月、「Lu AA21004」について第

Ⅲ相臨床試験を開始しました。  

  

 ④研究体制の整備・強化 

・本年11月、抗体医薬の創製・開発・活性強化・製造などについて高い技術を備えた基盤の構築と早

期上市を目指し、100％出資子会社「武田サンフランシスコ社」を米国に設立しました。 

  

・ヘルスケア  

疾病治療や健康維持・増進に対する生活者の意識やニーズが高まる中で、常に生活者の立場から発

想し、生活者のニーズにマッチした製品を提供し続けることを使命と考えております。  

高付加価値を追求しながら、医薬品としてのエビデンスに裏付けられた高品質かつ有効性・安全性

の高い製品の開発を進めていきます。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却、売却等の計画は以下のと

おりです。 

(1)提出会社 

 
(注) 平成19年１月31日に公表いたしました新研究所建設計画の一部であります。なお、投資予定金額につきまして

は、平成19年９月末現在で確定している金額を表示しております。 

  

(2)国内子会社 

該当事項はありません。 

(3)在外子会社 

該当事項はありません。 

  

区分
事業所名 
《所在地》

事業の種類別
セグメントの

名称
設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

改修
光工場 

山口県光市
医薬事業 製造支援設備 3,581   ─ 自己資金 2007年８月 2009年５月

新設
新研究所 

神奈川県藤沢市（注）
医薬事業 研究設備 1,600 ─ 自己資金 2007年４月 2011年４月



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 3,500,000,000

計 3,500,000,000

種類

中間会計期間末 

現在発行数（株） 

(平成19年９月30日)

提出日現在 

発行数（株） 

(平成19年12月20日)

上場金融商品取引所名又は 

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 889,272,395 同左
東京、大阪、名古屋（以上市場第
一部）、福岡、札幌 
の各証券取引所

―

計 889,272,395 同左 ― ―

 

 

年月日

発行済株式 

総数増減数 

（株）

発行済株式 

総数残高 

（株）

資本金増減額 

 

（百万円）

資本金残高 

 

（百万円）

資本準備金 

増減額 

（百万円）

資本準備金 

残高 

（百万円）

平成19年４月１日
～平成19年９月30日

― 889,272,395 ― 63,541 ― 49,638



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在

 
(注) 上記には含まれておりませんが、当社は、自己株式46,324千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合

5.21%)を保有しております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 56,400 6.34

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－11 46,469 5.23

日本マスタートラスト信託銀行株式会
社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11－３ 45,448 5.11

第一生命保険相互会社 
（常任代理人 資産管理サービス信託
銀行株式会社）

東京都千代田区有楽町１丁目13番１
号 
(東京都中央区晴海１丁目８番12号 
晴海アイランドトリトンスクエアオ
フィスタワーZ棟)

19,029 2.14

財団法人武田科学振興財団 大阪市淀川区十三本町２丁目17－85 17,912 2.01

ステート ストリート バンク アン
ド トラスト カンパニー 
５０５１０３ 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレ
ート銀行兜町証券決済業務室）

P.O.BOX 351 BOSTON, MASSACHUSETTS
02101 U.S.A. 
（東京都中央区日本橋兜町６番７
号）

16,525 1.86

ザ チェース マンハッタン バンク 
エヌエイ ロンドン 
エス エル オムニバス アカウント 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレ
ート銀行兜町証券決済業務室）

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET
LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 
 (東京都中央区日本橋兜町６番７号)

14,367 1.62

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリ
ティーズ（ジャパン）リミテッド 
（ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会
社）

東京都千代田区大手町１丁目７－２
東京サンケイビル

13,195 1.48

ラボバンク ネーデルランド トーキ
ョー ブランチ 
（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行）

東京都千代田区大手町１丁目７－２
東京サンケイビル１６階 
(東京都千代田区丸の内２丁目７番１
号)

11,845 1.33

ザ チェース マンハッタン バンク 
エヌエイ ロンドン 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレ
ート銀行兜町証券決済業務室）

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET
LONDON EC2P 2HD,ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６番７
号）

10,784 1.21

計 ― 251,975 28.33



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在

 
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が33,800株(議決権の数338個)が

含まれています。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
（注） 高・ 低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ─ ―

議決権制限株式(自己株式等) ─ ─ ―

議決権制限株式(その他) ─ ─ ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

─ ―
普通株式 46,324,300

(相互保有株式)

普通株式 275,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 841,960,500 8,419,605 ―

単元未満株式 普通株式 712,595 ─ １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 889,272,395 ─ ―

総株主の議決権 ─ 8,419,605 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
（株）

他人名義
所有株式数 
（株）

所有株式数
の合計 
（株）

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合（％）

（自己保有株式）

武田薬品工業株式会社
大阪市中央区道修町 
４丁目１－１

46,324,300 ― 46,324,300 5.21

（相互保有株式）

天藤製薬株式会社 京都府福知山市笹尾町995 275,000 ― 275,000 0.03

計 ― 46,599,300 ― 46,599,300 5.24

月別 平成19年４月 平成19年５月 平成19年６月 平成19年７月 平成19年８月 平成19年９月

高（円） 8,000 8,240 8,430 8,170 8,090 8,130

低（円） 7,600 7,590 7,800 7,600 7,100 7,630



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1)  当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号、以下「中間連結財務諸表規則」という)に基づいて作成しています。 

なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しています。 

  

(2)   当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)に基づいて作成しています。 

なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務

諸表等規則に基づいて作成しています。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)の中間連結財務諸表及び前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の

中間財務諸表については、監査法人トーマツにより中間監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財

務諸表及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間財務諸表については、あ

ずさ監査法人により中間監査を受けています。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しています。 

     前中間連結会計期間及び前中間会計期間  監査法人トーマツ 

     当中間連結会計期間及び当中間会計期間  あずさ監査法人 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 ※２ 409,656 320,941 385,439

   受取手形及び売掛金 ※４ 264,957 290,714 261,975

   有価証券 1,294,194 1,439,172 1,414,497

   たな卸資産 100,871 110,328 105,307

   繰延税金資産 124,799 147,248 139,223

   その他 74,323 56,626 51,807

   貸倒引当金 △ 325 △ 577 △ 535

  流動資産合計 2,268,475 76.9 2,364,452 78.1 2,357,713 76.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1,2

   建物及び構築物 97,550 106,440 107,855

   機械装置及び運搬具 38,644 52,224 53,313

   工具・器具及び備品 6,901 9,541 10,020

   土地 62,962 62,928 62,271

   建設仮勘定 28,320 7,048 4,987

   有形固定資産合計 234,376 7.9 238,180 7.9 238,446 7.8

 ２ 無形固定資産

   のれん 2,958 4,156 4,656

   その他 3,508 5,817 6,132

   無形固定資産合計 6,466 0.2 9,973 0.3 10,788 0.3

 ３ 投資その他の資産

   投資有価証券 376,821 349,999 394,645

   長期貸付金 212 257 245

   賃貸用不動産 ※１ 22,873 22,048 22,401

   繰延税金資産 14,778 5,101 18,582

   その他 27,355 39,243 29,822

   貸倒引当金 △ 144 △ 172 △ 142

   投資その他の資産合計 441,894 15.0 416,475 13.7 465,554 15.2

  固定資産合計 682,736 23.1 664,629 21.9 714,788 23.3

資産合計 2,951,211 100.0 3,029,081 100.0 3,072,501 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形及び買掛金 ※2,4 71,374 73,008 77,438

   短期借入金 ※２ 5,191 4,942 4,961

   未払法人税等 116,971 116,105 100,734

   賞与引当金 34,257 36,323 35,753

   その他の引当金 8,344 8,836 8,228

   その他 176,064 196,650 215,292

  流動負債合計 412,202 13.9 435,864 14.4 442,407 14.4

Ⅱ 固定負債

   繰延税金負債 114,838 110,465 124,689

   退職給付引当金 27,513 18,770 26,642

   役員退職慰労引当金 1,790 1,702 1,941

   スモン訴訟填補引当金 4,399 4,232 4,315

   その他 ※２ 12,635 15,074 11,392

  固定負債合計 161,176 5.5 150,243 4.9 168,978 5.5

 負債合計 573,378 19.4 586,107 19.3 611,385 19.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 63,541 63,541 63,541

   資本剰余金 49,638 49,640 49,638

   利益剰余金 2,172,775 2,457,006 2,297,438

   自己株式 △ 136,715 △ 322,615 △ 193,932

  株主資本合計 2,149,239 72.8 2,247,572 74.2 2,216,686 72.2

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

176,327 161,623 186,045

   繰延ヘッジ損益 △ 716 △ 94 △ 398

   為替換算調整勘定 13,301 △ 7,810 17,912

  評価・換算差額等合計 188,912 6.4 153,718 5.1 203,559 6.6

Ⅲ 少数株主持分 39,682 1.4 41,684 1.4 40,871 1.3

 純資産合計 2,377,833 80.6 2,442,974 80.7 2,461,116 80.1

負債純資産合計 2,951,211 100.0 3,029,081 100.0 3,072,501 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

   

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 642,427 100.0 708,468 100.0 1,305,167 100.0

Ⅱ 売上原価 138,971 21.6 140,091 19.8 279,662 21.4

    売上総利益 503,456 78.4 568,377 80.2 1,025,505 78.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費

   販売費 ※１ 60,004 78,739 136,849

   一般管理費 ※１ 207,229 267,233 41.6 224,733 303,472 42.8 430,155 567,005 43.5

営業利益 236,223 36.8 264,905 37.4 458,500 35.1

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 23,884 30,693 51,658

   受取配当金 2,569 2,805 4,586

   持分法による 
   投資利益

32,754 31,492 66,201

   その他 8,730 67,937 10.5 9,127 74,117 10.5 17,715 140,161 10.7

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 172 147 247

   寄付金 1,430 1,729 6,137

   棚卸資産評価損 ― 615 ―

   減価償却費 553 ― ―

   その他 2,966 5,121 0.8 2,836 5,327 0.8 7,258 13,642 1.0

経常利益 299,040 46.5 333,696 47.1 585,019 44.8

Ⅵ 特別利益

   固定資産売却益 ※２ 2,256 ― 4,321

   関係会社株式 
   売却益

※２ 17,058 28,147 17,058

事業譲渡益 ※２ 18,981 ― 18,981

退職給付制度 
変更益    

※２ ― 38,295 6.0 1,031 29,178 4.1 ― 40,360 3.1

税金等調整前 
中間(当期)純利益

337,334 52.5 362,874 51.2 625,379 47.9

法人税、住民税 
及び事業税

119,172 139,288 243,842

過年度法人税等 ※３ 57,080 ― 57,080

法人税等調整額 △ 320 175,932 27.3 4,259 143,547 20.2 △ 15,078 285,844 21.9

少数株主利益 2,260 0.4 1,316 0.2 3,730 0.3

中間(当期)純利益 159,142 24.8 218,011 30.8 335,805 25.7



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高 (百万円) 63,541 49,641 2,062,226 △ 3,046 2,172,362

当中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 △ 46,749 △ 46,749

役員賞与 △ 348 △ 348

中間純利益 159,142 159,142

自己株式の取得 △ 178,609 △ 178,609

自己株式の処分 △ 3 △ 1,496 44,940 43,441

株主資本以外の項目の 
当中間連結会計期間中の変動額（純額）

─

当中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円) ─ △ 3 110,549 △ 133,670 △ 23,123

平成18年9月30日残高 (百万円) 63,541 49,638 2,172,775 △ 136,715 2,149,239

評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高 (百万円) 171,844 ─ 4,224 176,068 47,193 2,395,623

当中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 △ 46,749

役員賞与 △ 348

中間純利益 159,142

自己株式の取得 △ 178,609

自己株式の処分 43,441

株主資本以外の項目の 
当中間連結会計期間中の変動額（純額）

4,483 △ 716 9,077 12,845 △ 7,512 5,333

当中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) 4,483 △ 716 9,077 12,845 △ 7,512 △ 17,790

平成18年9月30日残高 (百万円) 176,327 △ 716 13,301 188,912 39,682 2,377,833



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日残高 (百万円) 63,541 49,638 2,297,438 △ 193,932 2,216,686

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 △ 58,443 △ 58,443

中間純利益 218,011 218,011

自己株式の取得 △ 128,695 △ 128,695

自己株式の処分 2 12 14

株主資本以外の項目の 
中間連結会計期間中の変動額（純額） ─

中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円) ─ 2 159,567 △ 128,683 30,886

平成19年9月30日残高 (百万円) 63,541 49,640 2,457,006 △ 322,615 2,247,572

評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日残高 (百万円) 186,045 △ 398 17,912 203,559 40,871 2,461,116

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 △ 58,443

中間純利益 218,011

自己株式の取得 △ 128,695

自己株式の処分 14

株主資本以外の項目の 
中間連結会計期間中の変動額（純額）

△ 24,422 304 △ 25,722 △ 49,841 813 △ 49,027

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) △ 24,422 304 △ 25,722 △ 49,841 813 △ 18,141

平成19年9月30日残高 (百万円) 161,623 △ 94 △ 7,810 153,718 41,684 2,442,974



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高 (百万円) 63,541 49,641 2,062,226 △ 3,046 2,172,362

当連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △ 98,778 △ 98,778

 役員賞与 △ 320 △ 320

 当期純利益 335,805 335,805

 自己株式の取得 △ 235,834 △ 235,834

 自己株式の処分 △ 3 △ 1,495 44,948 43,451

 株主資本以外の項目の 
 当連結会計年度中の変動額(純額)

―

当連結会計年度中の変動額合計 (百万円) ― △ 3 235,212 △ 190,886 44,323

平成19年３月31日残高 (百万円) 63,541 49,638 2,297,438 △ 193,932 2,216,686

評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高 (百万円) 171,844 ─ 4,224 176,068 47,193 2,395,623

当連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △ 98,778

 役員賞与 △ 320

 当期純利益 335,805

 自己株式の取得 △ 235,834

 自己株式の処分 43,451

 株主資本以外の項目の 
 当連結会計年度中の変動額(純額)

14,202 △ 398 13,688 27,492 △ 6,322 21,169

当連結会計年度中の変動額合計(百万円) 14,202 △ 398 13,688 27,492 △ 6,322 65,493

平成19年３月31日残高 (百万円) 186,045 △ 398 17,912 203,559 40,871 2,461,116



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

(自 平成19年4月1日
至 平成19年9月30日)

(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 337,334 362,874 625,379

減価償却費 13,129 15,088 28,820

受取利息及び受取配当金 △ 26,453 △ 33,497 △ 56,244

支払利息 172 147 247

持分法による投資利益 △ 5,280 1,132 △ 8,145

有形固定資産除売却損益 △ 1,598 183 △ 3,413

関係会社株式売却益 △ 17,058 △ 28,147 △ 17,058

事業譲渡益 △ 18,981 ― △ 18,981

売上債権の増減額（増加：△） △ 34,118 △ 29,199 △ 30,020

たな卸資産の増減額（増加：△） △ 3,528 △ 4,912 △ 7,052

仕入債務の増減額（減少：△） △ 3,078 △ 4,895 1,213

  その他 △ 26,750 △ 14,308 △ 1,991

  小計 213,789 264,465 512,754

  利息及び配当金の受取額 25,678 31,737 55,248

  利息の支払額 △ 150 △ 129 △ 252

  法人税等の支払額 △ 236,880 △ 135,853 △ 356,979

  ビタミン等カルテルに係る 
  和解金等の支払額

△ 1,492 ― △ 1,492

  営業活動によるキャッシュ・フロー 945 160,220 209,280

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △ 165,763 △ 97,200 △ 325,813

有価証券の売却及び償還による収入 341,312 144,502 477,009

定期預金の預入による支出 ― ― △ 59,900

定期預金の払戻による収入 ― 49,900 ―

有形固定資産の取得による支出 △ 15,028 △ 20,954 △ 29,151

有形固定資産の売却による収入 2,866 178 6,211

投資有価証券の取得による支出 △ 4,082 △ 391 △ 5,210

投資有価証券の売却による収入 39,161 31,316 39,968

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出

― ― △ 4,724

事業譲渡による収入 19,800 ― 19,800

その他 △ 1,311 742 △ 1,798

  投資活動によるキャッシュ・フロー 216,956 108,092 116,392

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金純増減額 624 140 188

  長期借入金の返済による支出 △ 1,537 △ 950 △ 2,076

  自己株式の取得による支出 △ 156,687 △ 128,695 △ 213,734

  配当金の支払額 △ 46,740 △ 58,404 △ 98,757

  その他 △ 1,372 △ 603 △ 1,564

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 205,712 △ 188,511 △ 315,942

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
  係る換算差額

7,672 △ 21,825 11,729

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 19,861 57,976 21,460

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,626,235 1,647,694 1,626,235

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
  (期末)残高

※１ 1,646,096 1,705,670 1,647,694



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数46社

  主要な連結子会社名：

日本製薬㈱

武田ヘルスケア㈱

武田アメリカ・ホールディン

グス㈱

武田ファーマシューティカル

ズ・ノースアメリカ㈱

武田グローバル研究開発セン

ター㈱

武田サンディエゴ㈱

武田グローバル研究開発セン

ター(欧州)㈱

ラボラトワール・タケダ㈱

英国武田㈱

タケダ・イタリア・ファルマ

チェウティチ㈱

タケダ・ファルマ㈲

武田アイルランド㈱

武田アイルランド製薬㈱

台湾武田㈱

天津武田薬品㈲

和光純薬工業㈱

水澤化学工業㈱

大和不動産㈱

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 44社

   主要な連結子会社名：

日本製薬株式会社

武田ヘルスケア株式会社

武田アメリカ・ホールディン

グス株式会社

武田ファーマシューティカル

ズ・ノースアメリカ株式会社

武田グローバル研究開発セン

ター株式会社

武田サンディエゴ株式会社

武田ケンブリッジ株式会社

武田グローバル研究開発セン

ター(欧州)株式会社

ラボラトワール・タケダ株式

会社

英国武田株式会社

タケダ・イタリア・ファルマ

チェウティチ株式会社

タケダ・ファルマ有限会社

武田アイルランド株式会社

武田アイルランド製薬株式会

社

台湾武田株式会社

天津武田薬品有限会社

和光純薬工業株式会社

水澤化学工業株式会社

武田薬品不動産株式会社

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 46社

  連結子会社名は、「第１ 企業

の概況」の４ 関係会社の状況

に記載しているため省略した。

(2) 当中間連結会計期間中に設立さ

れた連結子会社１社を連結の範

囲に加えた。 

一方、従来連結の範囲に含めて

いた連結子会社１社を会社清算

により、当中間連結会計期間よ

り連結の範囲から除外した。

(2) 従来連結の範囲に含めていた不

動産事業を営む連結子会社３社

の合併により、当中間連結会計

期間に連結の範囲に含まれる連

結子会社が２社減少いたしまし

た。

(2) 当連結会計年度において、武田

ファーマシューティカルズ・ヨ

ーロッパ㈱を設立し、パラダイ

ム・セラピューティック社(現

武田ケンブリッジ㈱)および同

社のシンガポール子会社(現武

田シンガポール㈱)を買収し

た。これにより、３社が連結の

範囲に含められた一方、会社清

算完了等により連結子会社３社

を連結の範囲から除外してい

る。

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用関連会社の数 20社

  主要な持分法適用関連会社名：

ワイス㈱

ＴＡＰファーマシューティカ

ル・プロダクツ㈱

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用関連会社の数 19社

  主要な持分法適用関連会社名：

ＴＡＰファーマシューティカ

ル・プロダクツ株式会社

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用関連会社の数 21社

主要な持分法適用関連会社は、

ワイス㈱及びＴＡＰファーマシ

ューティカル・プロダクツ㈱で

ある。

(2) 当中間連結会計期間において、

株式譲渡により三井武田ケミカ

ル㈱を持分法の適用範囲から除

外した。

(2) 当中間連結会計期間において、

株式譲渡によりワイス株式会社

及び武田キリン食品株式会社を

持分法の適用範囲から除外いた

しました。

(2) 当連結会計年度において、株式

譲渡により三井武田ケミカル㈱

を持分法の適用範囲から除外し

た。

(3）当中間連結会計期間において、

ハウスウェルネスフーズ㈱を設

立し、持分法の適用範囲に含め

ている。

――――― (3）当連結会計年度において、ハウ

スウェルネスフーズ㈱など２社

を設立し、持分法の適用範囲に

含めている。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

連結子会社のうち、天津武田薬

品㈲の中間決算日は６月30日で

ある。中間連結財務諸表の作成

にあたり、中間連結決算日現在

で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用している。

また、持分法適用関連会社であ

るＴＡＰファーマシューティカ

ル・プロダクツ㈱についても、

中間連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を使用

している。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

連結子会社の天津武田薬品有限

会社及び持分法適用関連会社で

あるＴＡＰファーマシューティ

カル・プロダクツ株式会社の中

間決算日は６月30日です。連結

財務諸表の作成にあたり、これ

ら２社については、連結中間決

算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しておりま

す。

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

連結子会社の天津武田薬品㈲及

び持分法適用関連会社であるＴ

ＡＰファーマシューティカル・

プロダクツ㈱の決算日は12月31

日である。連結財務諸表の作成

にあたり、これら２社について

は、連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を使用

している。

４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

① たな卸資産 

 主として次の方法により評価

 している。

商品・製品・半製品・仕掛品

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

① たな卸資産 

 主として次の方法により評価 

 しております。

商品・製品・半製品・仕掛品

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

① たな卸資産 

 主として次の方法により評価 

 しております。

商品・製品・半製品・仕掛品

総平均法による低価法

原材料・貯蔵品

移動平均法による低価法

② 有価証券

売買目的有価証券

総平均法による低価法

原材料・貯蔵品

移動平均法による低価法

② 有価証券

売買目的有価証券

総平均法による低価法

原材料・貯蔵品

移動平均法による低価法

② 有価証券

売買目的有価証券

時価法(売却原価は主とし

て移動平均法により算定し

ている)

   満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

時価法(売却原価は主とし

て移動平均法により算定し

ております)

   満期保有目的の債券

同左

時価法(売却原価は主とし

て移動平均法により算定し

ている)

満期保有目的の債券

同左

   その他有価証券

    時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法

(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は主として移動平

均法により算定してい

る)

   その他有価証券

    時価のあるもの

同左 

 

(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は主として移動平均法に

より算定しております)

   その他有価証券

    時価のあるもの

決算日の市場価格等に基

づく時価法

(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は主として移動平

均法により算定してい

る)

    時価のないもの

主として移動平均法によ

る原価法

    時価のないもの

同左

    時価のないもの

同左

③ デリバティブ

    時価法

③ デリバティブ

同左

③ デリバティブ

同左



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 有形固定資産及び賃貸用不動産

の減価償却の方法

  当社及び国内連結子会社は主と

して定率法(ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物(建物

附属設備を除く)は定額法)を採

用し、在外連結子会社は主とし

て定額法を採用している。

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。

   建物及び構築物

    15～50年

   機械装置及び運搬具

    ４～15年

(2) 有形固定資産及び賃貸用不動産

の減価償却の方法

  当社及び国内連結子会社は主と

して定率法(ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物(建物

附属設備を除く)は定額法)を採

用し、在外連結子会社は主とし

て定額法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

同左

(2) 有形固定資産及び賃貸用不動産

の減価償却の方法

  当社及び国内連結子会社は主と

して定率法(ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物(建物

附属設備を除く)は定額法)を採

用し、在外連結子会社は主とし

て定額法を採用している。

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。

同左

――――― (会計処理の変更) 

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間から、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定

資産については、改正後の法人

税法に基づく償却方法に変更し

ております。これに伴う営業利

益、経常利益、税金等調整前中

間純利益に与える影響額は軽微

であります。 

―――――

――――― (追加情報) 

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形

固定資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌年

度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。こ

れに伴う営業利益、経常利益、

税金等調整前中間純利益に与え

る影響額は軽微であります。 

―――――

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

受取手形、売掛金等の貸倒れ

による損失に備えるため、当

社及び国内連結子会社は、一

般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見

込額を計上している。

在外連結子会社は、主として

特定の債権について貸倒損失

見込額を計上している。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

受取手形、売掛金等の貸倒れ

による損失に備えるため、当

社及び国内連結子会社は、一

般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

在外連結子会社は、主として

特定の債権について貸倒損失

見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

受取手形、売掛金等の貸倒れ

による損失に備えるため、当

社及び国内連結子会社は、一

般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見

込額を計上している。

在外連結子会社は、主として

特定の債権について貸倒損失

見込額を計上している。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

 ② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、中間連

結会計期間末在籍従業員に対

して、支給対象期間に基づく

賞与支給見込額を計上してい

る。

 ② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、中間連

結会計期間末在籍従業員に対

して、支給対象期間に基づく

賞与支給見込額を計上してお

ります。

 ② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、期末在

籍従業員に対して、支給対象

期間に基づく賞与支給見込額

を計上している。

 ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、下記により計上してい

る。

  イ 当社は、期首時点で見積っ

た中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務の見込額

から企業年金制度(企業年

金基金制度及び適格退職年

金制度)に係る年金資産の

公正価値の見込額を差し引

いた金額に基づいて計上し

ている。

 ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、下記により計上しており

ます。

  イ 当社は、期首時点で見積っ

た中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務の見込額

から企業年金制度(企業年

金基金制度及び適格退職年

金制度)に係る年金資産の

公正価値の見込額を差し引

いた金額に基づいて計上し

ております。

 ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、下記により計上してい

る。

  イ 当社は、期首時点で見積っ

た連結会計年度末における

退職給付債務の見込額から

企業年金制度(企業年金基

金制度及び適格退職年金制

度)に係る年金資産の公正

価値の見込額を差し引いた

金額に基づいて計上してい

る。

  ロ 連結子会社のうち４社は、

期首時点で見積った中間連

結会計期間末における退職

給付債務の見込額から企業

年金制度(適格退職年金制

度)に係る年金資産の公正

価値の見込額を差し引いた

金額に基づいて計上してい

る。

  ロ 連結子会社のうち４社は、

期首時点で見積った中間連

結会計期間末における退職

給付債務の見込額から企業

年金制度(適格退職年金制

度)に係る年金資産の公正

価値の見込額を差し引いた

金額に基づいて計上してお

ります。

  ロ 連結子会社のうち４社は、

期首時点で見積った連結会

計年度末における退職給付

債務の見込額から企業年金

制度(適格退職年金制度)に

係る年金資産の公正価値の

見込額を差し引いた金額に

基づいて計上している。

  ハ 連結子会社のうちその他の

会社は、中間連結会計期間

末における自己都合による

要支給額を計上している。

  ハ 連結子会社のうちその他の

会社は、中間連結会計期間

末における自己都合による

要支給額を計上しておりま

す。

  ハ 連結子会社のうちその他の

会社は、連結会計年度末に

おける自己都合による要支

給額を計上している。

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(概ね５年)

による定額法により費用処理

している。

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(概ね５年)で主

として定額法により按分した

額をそれぞれその発生した連

結会計年度から費用処理する

こととしている。

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(概ね５年)

による定額法により費用処理

しております。

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(概ね５年)で主

として定額法により按分した

額をそれぞれその発生した連

結会計年度から費用処理する

こととしております。

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(概ね５年)

による定額法により費用処理

している。

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(概ね５年)で主

として定額法により按分した

額をそれぞれその発生した連

結会計年度から費用処理する

こととしている。



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

――――― (追加情報) 

当社は、従来の退職給付制度

の見直しを実施し、平成19年

４月より退職一時金制度の一

部を確定拠出年金制度に移行

しております。これに関し

て、当社は「退職給付制度間

の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準委員会 平成

14年１月31日 企業会計基準

適用指針第１号） を適用し

ており、退職給付制度変更益

1,031百万円を計上いたしま

した。

(追加情報) 

当社は、従来の退職給付制度

の見直しを実施し、平成19年

４月より退職一時金制度の一

部を確定拠出年金制度に移行

している。これに伴い、翌連

結会計年度に約10億円の特別

利益を計上する予定である。

 ④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく要支

給額を計上している。

 ④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく要支

給額を計上しております。

 ④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく要支

給額を計上している。

 ⑤ スモン訴訟填補引当金

今後の健康管理手当及び介護

費用等の支払に備えるため、

中間連結会計期間末現在の当

社関係の和解者を対象に、昭

和54年９月、スモンの会全国

連絡協議会等との間で締結さ

れた和解に関する確認書及び

成立した和解の内容に従って

算出した額を計上している。

 ⑤ スモン訴訟填補引当金

今後の健康管理手当及び介護

費用等の支払に備えるため、

中間連結会計期間末現在の当

社関係の和解者を対象に、昭

和54年９月、スモンの会全国

連絡協議会等との間で締結さ

れた和解に関する確認書及び

成立した和解の内容に従って

算出した額を計上しておりま

す。

 ⑤ スモン訴訟填補引当金

今後の健康管理手当及び介護

費用等の支払に備えるため、

期末現在の当社関係の和解者

を対象に、昭和54年９月、ス

モンの会全国連絡協議会等と

の間で締結された和解に関す

る確認書及び成立した和解の

内容に従って算出した額を計

上している。

(4) 重要なリース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ている。

(4) 重要なリース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ている。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によってい

る。 

なお、為替予約については振

当処理の要件を満たしている

場合は振当処理により、金利

スワップ取引については特例

処理要件を満たしている場合

は特例処理によっている。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっており

ます。 

なお、為替予約については振

当処理の要件を満たしている

場合は振当処理により、金利

スワップ取引については特例

処理の要件を満たしている場

合は特例処理によっておりま

す。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によってい

る。 

なお、為替予約については振

当処理の要件を満たしている

場合は振当処理により、金利

スワップ取引については特例

処理要件を満たしている場合

は特例処理によっている。



 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

 ② ヘッジ手段、ヘッジ対象及び

ヘッジ方針

短期変動金利に連動する、将

来の金融損益に係るキャッシ

ュ・フローの一部をヘッジす

るために金利スワップ取引及

び金利オプション取引を行っ

ている。また、金額的に重要

で、かつ、取引が個別に認識

できる一部の外貨建取引につ

いて、為替予約及び通貨オプ

ション取引を利用している。

これらのヘッジ取引は、利用

範囲や取引先金融機関選定基

準等について定めた規定に基

づき行なっている。

 ② ヘッジ手段、ヘッジ対象及び

ヘッジ方針

短期変動金利に連動する、将

来の金融損益に係るキャッシ

ュ・フローの一部をヘッジす

るために金利スワップ取引及

びオプション取引を行ってお

ります。また、金額的に重要

で、かつ、取引が個別に認識

できる一部の外貨建取引につ

いて、為替予約及び通貨オプ

ション取引を利用しておりま

す。これらのヘッジ取引は、

利用範囲や取引先金融機関選

定基準等について定めた規定

に基づき行なっております。

 ② ヘッジ手段、ヘッジ対象及び

ヘッジ方針

短期変動金利に連動する、将

来の金融損益に係るキャッシ

ュ・フローの一部をヘッジす

るために金利スワップ取引及

びオプション取引を行ってい

る。また、金額的に重要で、

かつ、取引が個別に認識でき

る一部の外貨建取引につい

て、為替予約及び通貨オプシ

ョン取引を利用している。こ

れらのヘッジ取引は、利用範

囲や取引先金融機関選定基準

等について定めた規定に基づ

き行なっている。

 ③ ヘッジ有効性評価の方法

事前テストは比率分析又は回

帰分析等の統計的手法、事後

テストは比率分析により実施

している。

 ③ ヘッジ有効性評価の方法

事前テストは比率分析又は回

帰分析等の統計的手法、事後

テストは比率分析により実施

しております。

 ③ ヘッジ有効性評価の方法

事前テストは比率分析又は回

帰分析等の統計的手法、事後

テストは比率分析により実施

している。

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

  消費税等の会計処理は税抜方式

によっている。 

なお、仮払消費税と仮受消費税

とを相殺のうえ未払消費税とし

て表示している。

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

  消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

  なお、仮払消費税と仮受消費税

とを相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。

(6) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

  消費税等の会計処理は税抜方式

によっている。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随時

引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資

からなる。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随時

引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資

からなります。

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同

等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資から

なる。



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等）

  当中間連結会計期間から「貸

借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号）を適

用している。 

なお、従来の「資本の部」の

合 計 に 相 当 す る 金 額 は、

2,338,867百万円である。 

中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間

における中間連結財務諸表

は、改正後の中間連結財務諸

表規則により作成している。

―――――
 

（貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等）

  当連結会計年度から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号)及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号)を適用してい

る。 

なお、従来の「資本の部」の

合 計 に 相 当 す る 金 額 は、

2,420,643百万円である。 

連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における

連結財務諸表は、改正後の連

結財務諸表規則により作成し

ている。

（連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項）

  連結子会社の資産及び負債の

評価について、前連結会計年

度までは全面時価評価法を採

用していたが当中間連結会計

期間より部分時価評価法に変

更した。当中間連結会計期間

において、不動産子会社の株

式を追加取得したが、これに

ついて全面時価評価法を適用

した場合、追加投資額とそれ

に対応する帳簿価額による子

会社の純資産額との差額を連

結上「のれん」として計上す

ることとなる。しかし、当該

差額は主として子会社保有土

地等の時価の上昇に起因する

ものであるため、部分時価評

価法の適用により、この差額

を発生原因に応じて土地等に

配分することが、連結財務諸

表において当該株式追加取得

の経済的実態をより適正に反

映するものと判断した。 

この変更により、従来の方法

を採用した場合と比べ、中間

連結損益計算書において営業

利益、経常利益、中間純利益

が各々1,642百万円増加してい

る。なお、セグメント情報に

与える影響は、当該箇所に記

載している。

――――― 

 

（連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項）

  連結子会社の資産及び負債の

評価について、前連結会計年

度までは全面時価評価法を採

用していたが、当連結会計年

度より部分時価評価法に変更

した。当連結会計年度におい

て、不動産子会社の株式を追

加取得したが、これについて

全面時価評価法を適用した場

合、追加投資額とそれに対応

する帳簿価額による子会社の

純資産額との差額を連結上

「のれん」として計上するこ

ととなる。しかし、当該差額

は主として子会社保有土地等

の時価の上昇に起因するもの

であるため、部分時価評価法

の適用により、この差額を発

生原因に応じて土地等に配分

することが、連結財務諸表に

おいて当該株式追加取得の経

済的実態をより適正に反映す

るものと判断した。 

この変更により、従来の方法

を採用した場合と比べ、連結

損益計算書において営業利

益、経常利益、当期純利益が

各々4,924百万円増加してい

る。なお、セグメント情報に

与える影響は、当該箇所に記

載している。



 
  

表示方法の変更 

 
  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

（企業結合に係る会計基準等）

  当中間連結会計期間から「企

業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会 平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第７号）並びに

「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準委員会 

平成17年12月27日 企業会計基

準適用指針第10号）を適用し

ている。

――――― （企業結合に係る会計基準等）

  当連結会計年度から「企業結

合に係る会計基準」(企業会計

審議会 平成15年10月31日)及

び「事業分離等に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 

平成17年12月27日 企業会計基

準第７号)並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」(企業会

計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準適用指針第10

号)を適用している。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」と

して掲記されていたものは、当中間連結会計期間か

ら、「のれん」として表示している。

（中間連結貸借対照表関係） 

内国法人の発行する譲渡性預金は従来、「現金及び

預金」に含めて表示しておりましたが、「金融商品

会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会 平

成19年７月４日 会計制度委員会報告第14号）及び

「金融商品会計に関するQ&A」（日本公認会計士協

会 平成19年11月６日 会計制度委員会）の改正に

伴い、「有価証券」に含めて表示しております。な

お、前中間連結貸借対照表の「現金及び預金」に含

まれる内国法人の発行する譲渡性預金は、104,798

百万円であります。

――――― （中間連結損益計算書関係）

「減価償却費」は、金額が僅少になったため、当中

間連結会計期間から営業外費用の「その他」に含め

て表示しております。その額は、422百万円であり

ます。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間において、「財務活動によるキ

ャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示して

いた「自己株式の取得による支出」は、当中間連結

会計期間より重要性が増したため、区分掲記してい

る。なお、前中間連結会計期間の「自己株式の取得

による支出」は△85百万円である。

―――――



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 減価償却累計額

有形固定資産 376,517 百万円

賃貸用不動産 5,217

※１ 減価償却累計額

有形固定資産 398,295 百万円

賃貸用不動産 6,052

※１ 減価償却累計額

有形固定資産 382,242 百万円

賃貸用不動産 5,699

※２ 担保資産

(1) 担保に供している資産

有形固定資産 5,371 百万円

定期預金 21

 計 5,392

※２ 担保資産

(1) 担保に供している資産

有形固定資産 5,606 百万円

定期預金 21

 計 5,627

※２ 担保資産

(1) 担保に供している資産

有形固定資産 5,586 百万円

定期預金 21

 計 5,607

上記有形固定資産のうち工場財団

抵当に供している資産

有形固定資産 4,586 百万円

上記有形固定資産のうち工場財団抵当

に供している資産

有形固定資産 4,508 百万円

上記有形固定資産のうち工場財団

抵当に供している資産

有形固定資産 4,581 百万円

(2) 担保資産に対応する債務

長期借入金
(一年内の返済
予定額を含む)

1,250 百万円

買掛金 17

 計 1,267

(2) 担保資産に対応する債務

長期借入金
(一年内の返済
予定額を含む)

1,250 百万円

買掛金 10

 計 1,260

(2) 担保資産に対応する債務

長期借入金
(一年内の返済
予定額を含む)

1,250 百万円

買掛金 14

 計 1,264

上記のうち工場財団抵当に対応す

る債務

長期借入金
(一年内の返済
予定額を含む)

1,250 百万円

上記のうち工場財団抵当に対応する債

務

長期借入金
(一年内の返済
予定額を含む)

1,250 百万円

上記のうち工場財団抵当に対応す

る債務

長期借入金
(一年内の返済
予定額を含む)

1,250 百万円

上記(1)のうち、有形固定資産785

百万円について、根抵当権(極度額

1,700百万円)が設定されている。

上記(1)のうち、有形固定資産1,098百

万円について、根抵当権(極度額1,700

百万円)が設定されております。

上記(1)のうち、有形固定資産

1,005百万円について、根抵当権

(極度額1,700百万円)が設定されて

いる。

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務  ３ 偶発債務

(1) 下記会社等の金融機関からの借入

金等に対し、債務保証を行ってお

ります。

(1) 下記会社等の金融機関よりの

借入金等に対し、債務保証を

行っている。
 

武田薬品工業㈱従業員…

3,063 百万円

㈱日栄東海… 190

水澤化学工業㈱従業員…

3

 計 3,256

武田薬品工業株式会社従業員

2,454 百万円

株式会社日栄東海

90

ケミカルサービス東京株式会社

80

水澤化学工業株式会社従業員

3

 計 2,627

武田薬品工業㈱従業員…

2,753 百万円

㈱日栄東海… 90

ケミカルサービス東京㈱…

80

水澤化学工業㈱従業員…

3

計 2,926

(2) 受取手形裏書譲渡高

7 百万円

(2) 受取手形裏書譲渡高

18 百万円

(2) 受取手形裏書譲渡高

15 百万円

※４ 中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決

済処理をしている。 

※４ 中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理をしてお

ります。 

※４ 当連結会計年度末日の満期

手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決

済処理をしている。

   なお、当中間連結会計期間

末日は金融機関の休日であ

ったため、次の満期手形が

中間連結会計期間末残高に

含まれている。

      なお、当中間連結会計期間末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間連結会

計期間末残高に含まれておりま

す。

   なお、当連結会計年度末日

は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が当連

結会計年度末日の残高に含

まれている。
 

受取手形 3,979 百万円

支払手形 720

 
受取手形 3,696 百万円

支払手形 626

受取手形 5,010 百万円

支払手形 659



(中間連結損益計算書関係) 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要なもの

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要なもの

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要なもの

 (1) 販売費

宣伝費 15,051 百万円

販売促進費 18,755

運送・保管費 3,320

 (1) 販売費

宣伝費 19,640 百万円

販売促進費 22,547

運送・保管費 3,431

 (1) 販売費

宣伝費 36,467 百万円

販売促進費 43,884

運送・保管費 6,720

 (2) 一般管理費

給料 32,818 百万円

賞与金及び 

賞与引当金繰入額
16,910

退職給付費用 841

研究開発費 96,182

 (2) 一般管理費

給料 35,831 百万円

賞与金及び 

賞与引当金繰入額
15,468

退職給付費用 △ 2,011

研究開発費 107,313

 (2) 一般管理費

給料 67,168 百万円

賞与金 17,659

賞与引当金繰入額 15,600

退職給付費用 2,113

研究開発費 193,301

※２ 特別利益 

(固定資産売却益) 

遊休不動産の売却益を特別利益に計

上している。主な内訳は土地であ

る。

※２ 特別利益

(関係会社株式売却益)

ワイス株式会社、武田キリン食品株

式会社の株式譲渡益を計上しており

ます。

※２ 特別利益

(固定資産売却益)

遊休不動産の売却益を特別利益に計

上している。主な内訳は土地であ

る。

(関係会社株式売却益) (退職給付制度変更益) (関係会社株式売却益)

「ワイス株式会社」、「三井武田ケ

ミカル株式会社」の株式譲渡益を計

上している。

当社の退職一時金制度の一部を確定

拠出年金制度に移行したことに伴う

ものであります。

「ワイス株式会社」および「三井武

田ケミカル株式会社」の株式譲渡益

を計上している。

(事業譲渡益) (事業譲渡益)

「武田食品工業株式会社」の飲料・

食品事業についての事業譲渡益を計

上している。

「武田食品工業株式会社」の飲料・

食品事業についての事業譲渡益を計

上している。

※３ 過年度法人税等 ――――― ※３ 過年度法人税等

米国の50％保有持分法適用関連会社

であるＴＡＰファーマシューティカ

ル・プロダクツ株式会社との製品供

給取引等に関して、移転価格税制に

基づく更正を受け、平成18年７月に

納付した追徴税額である。

米国の50％保有持分法適用関連会社

であるＴＡＰファーマシューティカ

ル・プロダクツ株式会社との製品供

給取引等に関して、移転価格税制に

基づく更正を受け、平成18年７月に

納付した追徴税額である。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 
減少数の主な内訳は、次のとおりである。 

 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

  該当する事項はない。 

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株)  889,272  ─  ─  889,272

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株)  4,073 24,478  6,342  22,209

会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得 21,237千株

株式交換による子会社保有の自己株式（当社株式）の持分の増加 3,225千株

単元未満株式の買取りによる増加  14千株

株式交換による減少   6,340千株

単元未満株式の買増請求による減少  2千株

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式  46,749百万円   53円00銭   平成18年３月31日 平成18年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成18年11月６日 
取締役会

普通株式 利益剰余金   52,024百円  60円00銭    平成18年９月30日 平成18年12月８日



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

  該当する事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株)  889,272 ─ ─ 889,272

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株)  29,895 16,514  2 46,407

会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得  16,497千株

単元未満株式の買取りによる増加    17千株

単元未満株式の買増請求による減少   2千株

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 58,443百万円  68円00銭 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年11月５日 
取締役会

普通株式  利益剰余金  70,808百万円  84円00銭 平成19年９月30日 平成19年12月３日



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 
減少数の主な内訳は、次のとおりである。 

 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

   該当する事項はない。 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 889,272 ― ― 889,272

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 4,073 32,165 6,343 29,895

会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得 28,907千株

株式交換による子会社保有の自己株式(当社株式)の持分の増加 3,225千株

単元未満株式の買取による増加 33千株

株式交換による減少 6,340千株

単元未満株式の買増請求による減少 3千株

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 46,749百万円 53円00銭     平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年11月６日 
取締役会

普通株式 52,029百万円 60円00銭     平成18年９月30日 平成18年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 58,443百万円 68円00銭     平成19年３月31日 平成19年６月29日



次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び 
預金勘定

409,656 百万円

取得日から
３ヶ月以内に
償還期限の到来
する有価証券

1,226,441

流動資産その他 
(取得日から 
３ヶ月以内に 
償還期限が到来 
する現先短期 
貸付金)

10,000

現金及び 
現金同等物

1,646,096
 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び 
預金勘定

320,941 百万円

預入期間が 
３ヶ月を超える
定期預金

△10,000

取得日から 
３ヶ月以内に 
償還期限の到来
する有価証券

1,394,729

現金及び 
現金同等物

1,705,670

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

 

現金及び
預金勘定

385,439 百万円

預入期間が
３ヶ月を超える 
定期預金

△59,900

取得日から
３ヶ月以内に 
償還期限の到来 
する有価証券

1,322,155

現金及び
現金同等物

1,647,694



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

 

 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額
機械装置 

及び運搬具
工具・器具 
及び備品

合計

百万円

取得価額 
相当額

3,225 10,058 13,283

減価償却 
累計額 
相当額

1,601 4,799 6,400

中間 
期末残高 
相当額

1,624 5,259 6,884

なお、取得価額相当額の算定

は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法によっ

ている。

 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額
機械装置 

及び運搬具
工具・器具
及び備品

合計

百万円

取得価額 
相当額

3,207 10,630 13,837

減価償却 
累計額 
相当額

1,670 5,145 6,816

中間 
期末残高 
相当額

1,537 5,485 7,022

なお、取得価額相当額の算定

は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法によっ

ております。

 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額
機械装置 

及び運搬具
工具・器具 
及び備品

合計

百万円

取得価額 
相当額

3,292 10,110 13,402

減価償却 
累計額 
相当額

1,672 5,145 6,817

期末残高 
相当額

1,620 4,965 6,585

なお、取得価額相当額の算定

は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支

払利子込み法によっている。

 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

 １年内 2,559百万円

 １年超 4,325

 合計 6,884

なお、未経過リース料中間期

末残高相当額の算定は、未経

過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支

払利子込み法によっている。

 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

 １年内 2,577百万円

 １年超 4,444

 合計 7,022

なお、未経過リース料中間期

末残高相当額の算定は、未経

過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支

払利子込み法によっておりま

す。

 

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

 １年内 2,468百万円

 １年超 4,117

 合計 6,585

なお、未経過リース料期末残

高相当額の算定は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

によっている。

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 1,325百万円

減価償却費 
相当額

1,325

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 1,428百万円

減価償却費
相当額 1,428

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 2,646百万円

減価償却費 
相当額

2,646

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっている。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっている。

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

 １年内 1,692百万円

 １年超 5,898

 合計 7,590

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

 １年内 2,457百万円

 １年超 5,205

 合計 7,662

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

 １年内 1,568百万円

 １年超 5,400

 合計 6,968



(有価証券関係) 

Ⅰ 前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

３ 時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

    

 
  

種類
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

公社債 6,010 5,982 △28

種類
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

① 株式 38,279 331,003 292,724

② 債券 979,286 979,283 △3

 公社債 152,160 152,164 4

 その他 827,126 827,119 △6

③ その他 281,551 281,551 0

合計 1,299,116 1,591,838 292,721

関連会社株式 35,541百万円

その他有価証券

非上場株式 7,692百万円

合同金銭信託 5,000百万円



Ⅱ 当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

３ 時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

    

 
  

種類
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

公社債 9,503 9,453 △ 50

種類
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

① 株式 39,263 306,319 267,056

② 債券 855,701 855,585 △ 116

 公社債 57,420 57,400 △ 20

 その他 798,281 798,185 △ 96

③ その他 444,344 444,344 ―

合計 1,339,308 1,606,248 266,940

関連会社株式 33,642百万円

その他有価証券

譲渡性預金 101,420百万円

非上場株式 7,331百万円

合同金銭信託 5,000百万円

その他 199百万円



前へ   次へ 

Ⅲ 前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

３ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

  

 
  

種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

公社債 9,508 9,465 △43

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

① 株式 39,402 346,108 306,706

② 債券 990,939 990,855 △ 84

 公社債 210,486 210,462 △ 24

 その他 780,453 780,393 △ 60

③ その他 386,077 386,077 ―

合計 1,416,418 1,723,040 306,622

関連会社株式 38,839百万円

その他有価証券

非上場株式 7,113百万円

合同金銭信託 5,000百万円



前へ 

(デリバティブ取引関係) 

  

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  

 
(注) １ 当社グループでは、外貨建債権債務に係る将来の為替相場の変動によるリスクをヘッジする目的で、実需の

範囲内で特定の外貨建債権債務を対象とした為替予約取引を利用しており、また、金融資産・負債に係る将

来の金利変動リスクをヘッジする目的で金利先物取引及び債券先物取引を利用しており、投機目的ではこれ

らを利用しておりません。 

２ 時価は、取引相手の金融機関から提示された価格によっております。 

３ 金利先物取引及び債券先物取引における契約額等は、想定元本を表しております。想定元本額は、当社グル

ープの金利先物取引及び債券先物取引の規模を示すものであり、市場リスク及び信用リスクを表す指標では

ありません。また、評価損益は必ずしも、当社グループが実際の取引で受け払いする金額を表したものでは

ありません。 

４ ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。 

  

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。  

  

対象物の
種類

取引の種類

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

契約額等
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

通貨 為替予約取引

売建 4,354 △258 △258 ― ― ― 6,370 △ 550 △ 550

金利 債券先物取引

売建 472 △34 △34 346 △ 17 △ 17 472 △21 △21

金利先物取引

売建 295 △11 △11 ― ― ― ― ― ―

買建 295 3 3 ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― △300 ― ― △ 17 ― ― △ 571



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

   
(注) １ 事業区分は、事業管理の実態を踏まえて、「医薬事業」と「その他事業」の二つに区分しておりま

す。 

２ 各事業の主要な製品 

医薬事業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

591,914 50,514 642,427 ― 642,427

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

175 2,982 3,157 △ 3,157 ―

計 592,089 53,496 645,584 △ 3,157 642,427

営業費用 361,523 47,892 409,415 △ 3,211 406,204

営業利益 230,566 5,604 236,170 54 236,223

医薬事業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

657,941 50,528 708,468 ─ 708,468

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

413 2,006 2,419 △ 2,419 ─

計 658,353 52,534 710,887 △ 2,419 708,468

営業費用 400,031 46,122 446,153 △ 2,590 443,563

営業利益 258,322 6,412 264,734 172 264,905

医薬事業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

1,202,788 102,379 1,305,167 ─ 1,305,167

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

425 6,157 6,581 △ 6,581 ─

計 1,203,213 108,535 1,311,748 △ 6,581 1,305,167

営業費用 755,007 98,288 853,294 △ 6,628 846,666

営業利益 448,206 10,247 458,454 47 458,500

事 業 区 分 事  業  内  容 主     要     な     製     品

医 薬 事 業 医療用医薬品事業 医療用医薬品

ヘルスケア事業 一般用医薬品、医薬部外品

その他事業
ビタミンバルク、試薬・臨床検査薬、 
写真工業用薬品、無機化学工業用薬品



【所在地別セグメント情報】 
  

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

   

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

日本
(百万円)

北米 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

427,256 146,196 64,195 4,779 642,427 ― 642,427

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

50,297 725 5,033 66 56,120 △ 56,120 ―

計 477,552 146,921 69,228 4,845 698,547 △ 56,120 642,427

営業費用 211,337 98,491 51,807 3,694 365,328 40,875 406,204

営業利益 266,216 48,430 17,421 1,151 333,218 △ 96,995 236,223

 

日本
(百万円)

北米 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

437,341 191,952 73,875 5,301 708,468 ─ 708,468

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

68,325 832 6,823 81 76,062 △ 76,062 ─

計 505,666 192,784 80,698 5,382 784,530 △ 76,062 708,468

営業費用 220,277 121,332 61,180 4,236 407,024 36,538 443,563

営業利益 285,389 71,452 19,518 1,146 377,506 △ 112,600 264,905

日本
(百万円)

北米 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

854,619 307,801 132,478 10,269 1,305,167 ― 1,305,167

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

106,393 2,121 9,949 178 118,640 △ 118,640 ―

計 961,011 309,922 142,427 10,446 1,423,807 △ 118,640 1,305,167

営業費用 430,600 220,569 109,720 8,446 769,335 77,332 846,666

営業利益 530,411 89,353 32,707 2,000 654,472 △ 195,972 458,500



(注) １ 所在地別セグメントの区分は地理的近接度によっております。 

各区分に属する主な国又は地域 

北米………米国        

欧州………ドイツ、フランス、イタリア、英国、アイルランド等 

アジア……台湾、インドネシア、中国等  

２ 研究開発費は消去又は全社に含め、各地域の営業費用から除いております。 

消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（研究開発費）は以下のとおりです。 

前中間連結会計期間     96,182百万円 

当中間連結会計期間      107,313百万円 

前連結会計年度       193,301百万円 

３ 所在地別セグメント情報における日本セグメントの売上高は、当社及び本邦に所在する連結子会社の

国内売上高と輸出高の合計、北米セグメントの売上高は、北米地域に所在する連結子会社の売上高、

欧州セグメントの売上高は、欧州地域に所在する連結子会社の売上高、アジアセグメントの売上高

は、アジア地域に所在する連結子会社の売上高です。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

   
当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

   
前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……米国、カナダ 

(2) 欧州……英国、ドイツ、イタリア、フランス、スペイン等 

(3) その他…南米、アジア、アフリカ、大洋州 

３ 海外売上高は、当社及び本邦に所在する連結子会社の輸出高並びに、本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社の本邦以外への売上高の合計額(但し、連結会社間の内部売上高は除く)です。 

  

北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 206,258 93,740 11,863 311,860

Ⅱ 連結売上高（百万円） ─ ─ ─ 642,427

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

32.1 14.6 1.8 48.5

北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 252,203 102,945 13,847 368,996

Ⅱ 連結売上高（百万円） ─ ─ ─ 708,468

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

35.6 14.5 2.0 52.1

北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 426,561 191,963 24,979 643,503

Ⅱ 連結売上高（百万円） ─ ─ ─ 1,305,167

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

32.7 14.7 1.9 49.3



(企業結合等関係) 
  

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

・株式交換 

１ 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目

的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

①結合企業（株式交換完全親会社） 

名称    武田薬品工業株式会社（当社） 

事業の内容 医薬品等の製造・販売 

②被結合企業（株式交換完全子会社） 

名称    大和不動産株式会社 

事業の内容 不動産事業（土地・建物の賃貸、売買） 

(2) 企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

企業結合の法的形式 株式交換 

結合当事企業の名称変更はない。 

(3) 取引の目的を含む取引の概要 

当社は、50％保有連結子会社である大和不動産株式会社を完全子会社化し、経営の機動性と

柔軟性の向上を図ることを目的に、平成18年５月11日に同社と株式交換契約を締結し、同６月

23日に株式交換を実施した。この株式交換により、当社と大和不動産株式会社が各々50％を出

資する当社連結子会社である新和不動産株式会社も完全子会社となった。 

２ 実施した会計処理の概要 

上記株式交換は少数株主との取引に該当するため、追加取得した子会社株式に対応する持分を少

数株主持分から減額している。追加投資額との間に生じた差額については、のれんとして処理して

いる。 

３ 子会社株式の追加取得に関する事項 

(1) 取得原価及びその内訳 

大和不動産株式会社の株式の追加取得原価(※)は43,429百万円であり、その対価は全て自己

株式である。 

 (※)株式交付日の株価を基礎に取得原価を算定している。 

(2) 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額 

① 株式の種類及び交換比率 

普通株式      武田薬品工業株式会社：大和不動産株式会社 ＝ １：634 

② 交換比率の算定方法 

 当社及び大和不動産株式会社が協議・交渉を行い、上記交換比率を決定した。なお、当

社は、野村證券株式会社より株式交換比率が財務的見地から妥当である旨の意見書を受領

している。 

③ 交付株式数及びその評価額 

交付株式数 6,340,000 株

株式評価額 43,429 百万円



(3) 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

① のれんの金額 

 
② 発生原因 

当該のれんは、期待される将来の収益力に関連して発生したものである。 

③ 償却の方法 

定額法    
  

④ 償却期間 

５年 

・事業分離 

１ 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を

含む事業分離の概要 

(1) 分離先企業の名称及び分離した事業の内容 

① 分離先企業の名称   「ハウス食品株式会社」 

② 分離した事業の内容  「武田食品工業株式会社」の飲料・食品事業 

(2) 事業分離を行った主な理由 

当社グループの医薬外事業再構築の一環として。 

(3) 事業分離日 

平成18年４月３日 

(4) 法的形式を含む事業分離の概要 

当社の100％連結子会社である「武田食品工業株式会社」が、会社分割により「ハウスウェ

ルネスフーズ株式会社」を新設し、同社が「武田食品工業株式会社」の飲料・食品事業を承継

した。同日、「武田食品工業株式会社」は、当該新会社株式のうち、66％を「ハウス食品株式

会社」に、34％を当社に譲渡した。この結果、「ハウスウェルネスフーズ株式会社」は当社の

持分法適用関連会社となった。 

２ 実施した会計処理 

会社分割時に「武田食品工業株式会社」が取得した「ハウスウェルネスフーズ株式会社」の株式

は、移転した飲料・食品事業に係る資産及び負債の帳簿価額に基づいて算定しているため、当該分

割が当社の連結財務諸表上に及ぼす影響はない。 

「ハウスウェルネスフーズ株式会社」の株式の帳簿価額と、この対価として「武田食品工業株式

会社」が受け取った現金との差額から、未実現利益を控除した額18,981百万円を、当社の連結財務

諸表上「事業譲渡益」として特別利益に計上している。 

３ 事業の種類別セグメントで分離した事業が含まれていた事業区分の名称 

その他事業 

４ 当該中間連結会計期間の中間連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益概算額 

分離した事業に係る損益は、当該中間連結会計期間の中間連結損益計算書には計上されていな

い。 

  

2,288 百万円



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

   該当事項はありません。 
  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

・株式交換 

１ 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目

的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

①結合企業(株式交換完全親会社) 

名称    武田薬品工業株式会社(当社) 

事業の内容 医薬品等の製造・販売 

②被結合企業(株式交換完全子会社) 

名称    大和不動産株式会社 

事業の内容 不動産事業(土地・建物の賃貸、売買) 

(2) 企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

企業結合の法的形式 株式交換 

結合当事企業の名称変更はない。 

(3) 取引の目的を含む取引の概要 

当社は、50％保有連結子会社である大和不動産株式会社を完全子会社化し、経営の機動性と

柔軟性の向上を図ることを目的に、平成18年５月11日に同社と株式交換契約を締結し、同６月

23日に株式交換を実施した。この株式交換により、当社と大和不動産株式会社が各々50％を出

資する当社連結子会社である新和不動産株式会社も完全子会社となった。 

２ 実施した会計処理の概要 

上記株式交換は少数株主との取引に該当するため、追加取得した子会社株式に対応する持分を少

数株主持分から減額している。追加投資額との間に生じた差額については、のれんとして処理して

いる。 

３ 子会社株式の追加取得に関する事項 

(1) 取得原価及びその内訳 

大和不動産株式会社の株式の追加取得原価(※)は43,429百万円であり、その対価は全て自己

株式である。 

 (※)株式交付日の株価を基礎に取得原価を算定している。 

(2) 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額 

① 株式の種類及び交換比率 

普通株式      武田薬品工業株式会社：大和不動産株式会社 ＝ １：634 

② 交換比率の算定方法 

 当社及び大和不動産株式会社が協議・交渉を行い、上記交換比率を決定した。なお、当

社は、野村證券株式会社より株式交換比率が財務的見地から妥当である旨の意見書を受領

している。 

③ 交付株式数及びその評価額 

交付株式数 6,340,000 株

株式評価額 43,429 百万円



(3) 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

① のれんの金額 

 
② 発生原因 

当該のれんは、期待される将来の収益力に関連して発生したものである。 

③ 償却の方法 

定額法    
  

④ 償却期間 

５年 

・事業分離 

１ 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を

含む事業分離の概要 

(1) 分離先企業の名称及び分離した事業の内容 

① 分離先企業の名称   「ハウス食品株式会社」 

② 分離した事業の内容  「武田食品工業株式会社」の飲料・食品事業 

(2) 事業分離を行った主な理由 

当社グループの医薬外事業再構築の一環として。 

(3) 事業分離日 

平成18年４月３日 

(4) 法的形式を含む事業分離の概要 

当社の100％連結子会社である「武田食品工業株式会社」が、会社分割により「ハウスウェ

ルネスフーズ株式会社」を新設し、同社が「武田食品工業株式会社」の飲料・食品事業を承継

した。同日、「武田食品工業株式会社」は、当該新会社株式のうち、66％を「ハウス食品株式

会社」に、34％を当社に譲渡した。この結果、「ハウスウェルネスフーズ株式会社」は当社の

持分法適用関連会社となった。 

２ 実施した会計処理 

会社分割時に「武田食品工業株式会社」が取得した「ハウスウェルネスフーズ株式会社」の株式

は、移転した飲料・食品事業に係る資産及び負債の帳簿価額に基づいて算定しているため、当該分

割が当社の連結財務諸表上に及ぼす影響はない。 

「ハウスウェルネスフーズ株式会社」の株式の帳簿価額と、この対価として「武田食品工業株式

会社」が受け取った現金との差額から、未実現利益を控除した額18,981百万円を、当社の連結財務

諸表上「事業譲渡益」として特別利益に計上している。 

３ 事業の種類別セグメントで分離した事業が含まれていた事業区分の名称 

その他事業 

４ 当該連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益概算額 

分離した事業に係る損益は、当該連結会計年度の連結損益計算書には計上されていない。 

  

2,288 百万円



(１株当たり情報) 

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり中間（当期）純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
３ １株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ １株当たり純資産額 １ １株当たり純資産額 １ １株当たり純資産額

2,696円63銭 2,848円96銭 2,816円28銭

２ １株当たり中間純利益 ２ １株当たり中間純利益 ２ １株当たり当期純利益

181円27銭 255円54銭 386円00銭

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

純資産の部の合計額 純資産の部の合計額 純資産の部の合計額

― 百万円 2,442,974 百万円 ― 百万円

普通株式に係る純資産額 普通株式に係る純資産額 普通株式に係る純資産額

― 百万円 2,401,290 百万円 ― 百万円

差額の主な内訳 差額の主な内訳 差額の主な内訳

― 百万円 少数株主持分  41,684 百万円 ― 百万円

普通株式の発行済株式数 普通株式の発行済株式数 普通株式の発行済株式数

―  千株 889,272 千株 ―  千株

普通株式の自己株式数 普通株式の自己株式数 普通株式の自己株式数

―  千株 46,407 千株 ―  千株

1株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数

1株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数

1株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数

―  千株 842,866 千株 ―  千株

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間純利益 中間純利益 当期純利益

159,142百万円 218,011百万円 335,805百万円

普通株主に帰属しない金額

― 百万円

普通株主に帰属しない金額

― 百万円

普通株主に帰属しない金額

― 百万円

普通株式に係る中間純利益

159,142百万円

普通株式に係る中間純利益

218,011百万円

普通株式に係る当期純利益

335,805百万円

普通株式の期中平均株式数

877,947千株

普通株式の期中平均株式数

853,153千株

普通株式の期中平均株式数

869,957千株



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 自己株式取得の件 

 当社は、当中間連結会計期間

末日後、半期報告書提出日まで

の間に自己株式取得、又は取締

役会における自己株式取得の決

議を行った。 

 なお、当半期報告書提出日現

在において（4）③の決議に係

る自己株式の取得は完了してい

ない。

 (1) 理由 

 資本効率の向上を図るとと

もに経営環境に応じた機動的

な財務政策を可能とするた

め。

 (2) 取得した株式の種類  

普通株式

 (3) 取得の方法  

市場買付による

 (4) 取得した株式の数、株式の取

得価額、取得の期間

  ①９月28日取締役会決議 

取得した株式の数   

 1,220,200株 

株式の取得価額 

 9,102百万円 

自己株式取得の期間  

 平成18年10月２日から 

 平成18年10月27日

  ②11月６日取締役会決議 

取得した株式の数   

 5,631,100株 

株式の取得価額  

 41,692百万円 

自己株式取得の期間  

 平成18年11月７日から 

 平成18年11月28日

  ③11月29日取締役会決議 

取得する株式の数   

 4,800,000株を 

 上限とする 

株式の取得価額  

 35,000百万円を 

 上限とする 

自己株式取得の期間  

 平成18年11月30日から 

 平成18年12月22日

１ ハウスウェルネスフーズ株式会

社及び住化武田農薬株式会社の

株式譲渡の件

   本年10月に、当社が保有する

ハウスウェルネスフーズ株式会

社（議決権保有割合34％）及び

住化武田農薬株式会社（同

40％）の株式について、各々、

ハウス食品株式会社との合弁契

約、住友化学株式会社との合弁

契約に基づき、保有株式の全て

を譲渡しました。譲渡金額は合

計26,129百万円であり、当連結

会計年度において10,459百万円

の株式譲渡益が発生しておりま

す。  

 

１ 武田キリン食品株式会社及びワ

イス株式会社の株式譲渡の件

   本年４月に、当社が保有する

武田キリン食品株式会社(議決

権保有割合34％)及びワイス株

式会社(同20％)の株式につい

て、各々、麒麟麦酒株式会社と

の合弁契約、米国ワイス社との

株式譲渡契約に基づき、保有株

式の全てを譲渡した。譲渡金額

は合計約310億円であり、翌連

結会計年度において約280億円

の株式譲渡益が発生する見込み

である。

２ 自己株式取得の件 

 当社は、本年５月18日開催の

取締役会において、自己株式を

取得することを決議し、以下の

とおり実施した。

 (1) 理由  

 資本効率の向上を図るとと

もに経営環境に応じた機動的

な財務政策を可能とするため

 (2) 取得した株式の種類 

普通株式

 (3) 取得の方法 

市場買付による

 (4) 取得した株式の数 

3,631,100株

 (5) 株式の取得価額  

28,562百万円

 (6) 自己株式取得の時期 

平成19年５月21日から 

平成19年６月22日



(2) 【その他】 

  

① 訴訟案件  

米国における一部の医薬品の販売に関し、ＡＷＰ（Average Wholesale Price：平均卸売価格）

として公表されている価格と実際の販売価格とが乖離していること等により損害を受けたとして、

患者本人、保険会社および州政府等から損害賠償を請求する民事訴訟（いわゆる「ＡＷＰ訴訟」）

が、大手を含む多数の製薬会社に対し提起されております。ＴＡＰファーマシューティカル・プロ

ダクツ株式会社（以下、ＴＡＰ社）は、同社が販売する「ランソプラゾール（米国製品名：プレバ

シド）」につき複数の連邦および州裁判所においてＡＷＰ訴訟を提起されており、うち１件につい

ては当社も被告とされております。また、武田ファーマシューティカルズ・ノースアメリカ株式会

社は、同社が販売する「アクトス」につき、複数の州裁判所においてＡＷＰ訴訟を提起されており

ます。  

  
  

② 移転価格税制に基づく更正処分の件  

当社は、昨年６月28日、大阪国税局より、当社とＴＡＰ社との間の2000年３月期から2005年３月

期の６年間の製品供給取引等に関して、米国市場から得られる利益が、当社とＴＡＰ社間の利益配

分において、当社に対して過少に配分されているとの判断により、移転価格税制に基づく更正通知

書を受領しました。更正された所得金額は６年間で1,223億円であり、地方税等を含めた追徴税額

571億円について昨年７月に全額を納付しましたが、当社はこの更正処分を不服として、昨年８月

25日、大阪国税局に対し異議申立書の提出を行いました。  

  

上記①および②のいずれにつきましても遺漏なく対応してまいります。  

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 180,539 104,713 167,742

   受取手形 ※３ 8,975 8,286 8,895

   売掛金 183,879 196,562 177,190

   有価証券 484,729 482,152 518,693

   たな卸資産 64,095 67,016 65,829

   繰延税金資産 99,704 117,331 111,396

   その他 25,297 31,268 18,790

   貸倒引当金 △ 24 △ 7 △ 22

  流動資産合計 1,047,194 52.1 1,007,320 51.6 1,068,513 52.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

   建物 52,908 51,707 52,704

   機械及び装置 18,747 19,961 20,782

   その他 30,621 31,701 30,539

   有形固定資産合計 102,276 103,369 104,025

 ２ 無形固定資産 37 64 35

 ３ 投資その他の資産

   投資有価証券 744,269 710,915 727,185

   賃貸用不動産 ※１ 22,873 ─ 22,401

   その他 91,508 130,154 123,247

   貸倒引当金 △ 90 △ 98 △ 88

   投資その他の資産合計 858,559 840,971 872,745

  固定資産合計 960,873 47.9 944,404 48.4 976,805 47.8

資産合計 2,008,067 100.0 1,951,724 100.0 2,045,317 100.0



 

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形 144 ─ 135

   買掛金 52,738 53,435 49,272

   未払法人税等 80,803 96,445 82,643

   未払消費税等 3,162 1,524 1,212

   預り金 6,604 6,714 6,556

   売上割戻引当金 6,780 7,032 6,349

   賞与引当金 22,820 22,029 22,392

   その他の引当金 1,121 1,229 1,386

   その他 103,776 115,285 145,780

  流動負債合計 277,948 13.8 303,694 15.6 315,725 15.5

Ⅱ 固定負債

   繰延税金負債 52,588 36,966 53,442

   退職給付引当金 14,795 6,508 14,237

   役員退職慰労引当金 1,089 1,181 1,174

   スモン訴訟填補引当金 4,399 4,232 4,315

   その他 1,026 4,677 1,025

  固定負債合計 73,897 3.7 53,564 2.7 74,192 3.6

 負債合計 351,845 17.5 357,258 18.3 389,917 19.1



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 63,541 63,541 63,541

  ２ 資本剰余金

    資本準備金 49,638 49,638 49,638

    その他資本剰余金 ─ 2 ─

   資本剰余金合計 49,638 49,640 49,638

  ３ 利益剰余金

    (1)利益準備金 15,885 15,885 15,885

    (2)その他利益剰余金

退職給与積立金 5,000 5,000 5,000

配当準備積立金 11,000 11,000 11,000

研究開発積立金 2,400 2,400 2,400

設備更新積立金 1,054 1,054 1,054

輸出振興積立金 434 434 434

特別償却積立金 1,226 674 948

固定資産 
圧縮積立金

16,495 6,665 16,486

別途積立金 1,192,500 1,214,500 1,192,500

繰越利益剰余金 305,535 436,299 360,397

   利益剰余金合計  1,551,529 1,693,910 1,606,104

  ４ 自己株式 △ 136,880 △ 322,601 △ 193,918

株主資本合計 1,527,828 76.1 1,484,491 76.1 1,525,365 74.6

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券 
評価差額金

129,243 110,043 130,333

２ 繰延ヘッジ損益 △ 849 △ 67   △ 297

評価・換算差額等合計 128,394 6.4 109,976 5.6 130,036 6.3

 純資産合計 1,656,222 82.5 1,594,466 81.7 1,655,400 80.9

負債純資産合計 2,008,067 100.0 1,951,724 100.0 2,045,317 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

（自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 431,955 100.0 459,167 100.0 869,068 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１ 110,305 25.5 112,131 24.4 221,188 25.5

売上総利益 321,650 74.5 347,036 75.6 647,880 74.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 143,102 33.2 161,575 35.2 300,228 34.5

営業利益 178,548 41.3 185,461 40.4 347,652 40.0

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 272 459 700

   有価証券利息 482 1,669 1,477

   受取配当金 26,687 7,943 28,865

   その他 5,587 33,028 7.7 5,605 15,676 3.4 9,938 40,980 4.7

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 68 75 138

   その他 ※１ 4,061 4,129 1.0 4,129 4,204 0.9 10,117 10,256 1.2

経常利益 207,448 48.0 196,933 42.9 378,377 43.5

Ⅵ 特別利益

固定資産売却益 ※２ 2,256 ― 2,261

関係会社株式 
売却益

※２ 19,395 27,718 19,395

抱合せ株式 
消滅差益

※２ 7,520 ― 7,520

   退職給付制度 
   変更益

※２ ― 29,171 6.8 1,031 28,749 6.3 ― 29,176 3.4

税引前中間 
(当期)純利益

236,619 54.8 225,682 49.2 407,553 46.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

66,276 87,961 142,583

過年度法人税等 ※３ 57,080 ― 57,080

法人税等調整額 51 123,407 28.6 △ 8,528 79,433 17.3 △ 11,923 187,740 21.6

中間(当期)純利益 113,211 26.2 146,250 31.9 219,813 25.3



次へ 

③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  
株主資本

資本剰余金 利益剰余金

資 資 そ 利 そ 自 株

本 本 の 益 の 己 主

金 準 他 準 他 株 資

備 資 備 利 式 本

金 本 金 益 合

剰 剰 計

余 余

金 金

(※)

平成18年３月31日残高 (百万円) 63,541  49,638  3  15,885  1,471,265  △ 2,817  1,597,515 

当中間会計期間中の変動額

剰余金の配当(注) △ 47,103  △ 47,103 

役員賞与(注) △ 233  △ 233 

中間純利益 113,211  113,211 

自己株式の取得 △ 179,003  △ 179,003 

自己株式の処分 △ 3  △ 1,496  44,940  43,441 

株主資本以外の項目の当中間会計
期間中の変動額（純額）

当中間会計期間中の変動額合計 
           (百万円)

─  ─ △ 3  ─ 64,379  △ 134,064  △ 69,687 

平成18年９月30日残高(百万円) 63,541  49,638 ─ 15,885  1,535,644  △ 136,880  1,527,828 



  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会での利益処分項目である。 

  

評価・換算差額等

純

そ評 繰 評差 資

の価 延 価額 産

他差 ヘ ・等 合

有額  ッ 換合 計

価金 ジ 算計

証 損

券  益

平成18年３月31日残高 (百万円) 130,927  ─ 130,927 1,728,443 

当中間会計期間中の変動額

剰余金の配当(注) △ 47,103 

役員賞与(注) △ 233 

中間純利益 113,211 

自己株式の取得 △ 179,003 

自己株式の処分 43,441 

株主資本以外の項目の当中間会計
期間中の変動額（純額）

△ 1,684  △ 849  △ 2,533  △ 2,533 

当中間会計期間中の変動額合計 
           (百万円)

△ 1,684  △ 849  △ 2,533 △ 72,220 

平成18年９月30日残高(百万円) 129,243  △ 849  128,394 1,656,222 



次へ 

(※)その他利益剰余金の内訳 

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会での利益処分項目である。 

退職給与
積立金

配当準備
積立金

研究開発
積立金

設備更新 
積立金

輸出振興
積立金

平成18年３月31日残高 (百万円) 5,000 11,000 2,400 1,054 434

当中間会計期間中の変動額合計 (百万円) ─ ─ ─ ─ ─

平成18年９月30日残高 (百万円) 5,000 11,000 2,400 1,054 434

特別償却
積立金

固定資産
圧縮積立金

別途
積立金

繰越利益 
剰余金

合計

平成18年３月31日残高 1,427 15,365 1,072,500 362,085 1,471,265

当中間会計期間中の変動額 (百万円)

剰余金の配当 (注) △ 47,103 △ 47,103

役員賞与 (注) △ 233 △ 233

特別償却積立金の積立 (注) 77 △ 77 ─

固定資産圧縮積立金の積立 (注) 68 △ 68 ─

別途積立金の積立 (注) 120,000 △ 120,000 ─

特別償却積立金の取崩 

（当中間会計期間）
△ 278 278 ─

固定資産圧縮積立金の積立 

（当中間会計期間）
1,061 △ 1,061 ─

中間純利益 113,211 113,211

自己株式の処分 △ 1,496 △ 1,496

当中間会計期間中の変動額合計 (百万円) △ 201 1,130 120,000 △ 56,550 64,379

平成18年９月30日残高 (百万円) 1,226 16,495 1,192,500 305,535 1,535,644



前へ   次へ 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  
株主資本

資本剰余金 利益剰余金

資 資 そ 利 そ 自 株

本 本 の 益 の 己 主

金 準 他 準 他 株 資

備 資 備 利 式 本

金 本 金 益 合

剰 剰 計

余 余

金 金

(※)

平成19年３月31日残高 (百万円) 63,541 49,638 ─ 15,885 1,590,219 △ 193,918 1,525,365

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当  △ 58,443 △ 58,443

特別償却積立金の取崩 ─

固定資産圧縮積立金の取崩 ─

別途積立金の積立  ─

中間純利益 146,250 146,250

自己株式の取得 △ 128,695 △ 128,695

自己株式の処分 2 12 14

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額（純額）

─

中間会計期間中の変動額合計 
           (百万円)

─ ─ 2 ─ 87,806 △ 128,682 △ 40,874

平成19年９月30日残高(百万円) 63,541 49,638 2 15,885 1,678,025 △ 322,601 1,484,491



前へ   次へ 

評価・換算差額等

純

そ評 繰 評差 資

の価 延 価額 産

他差 ヘ ・等 合

有額  ッ 換合 計

価金 ジ 算計

証 損

券  益

平成19年３月31日残高 (百万円) 130,333  △ 297  130,036 1,655,400 

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当  △ 58,443 

特別償却積立金の取崩 ─

固定資産圧縮積立金の取崩 ─

別途積立金の積立  ─

中間純利益 146,250 

自己株式の取得 △ 128,695 

自己株式の処分 14 

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額（純額）
△ 20,291  230  △ 20,060 △ 20,060 

中間会計期間中の変動額合計 
           (百万円)

△ 20,291  230  △ 20,060 △ 60,934 

平成19年９月30日残高(百万円) 110,043  △ 67  109,976 1,594,466 



前へ   次へ 

  

(※)その他利益剰余金の内訳 

退職給与
積立金

配当準備
積立金

研究開発
積立金

設備更新 
積立金

輸出振興
積立金

平成19年３月31日残高 (百万円) 5,000 11,000 2,400 1,054 434

中間会計期間中の変動額合計 (百万円) ─ ─ ─ ─  ─

平成19年９月30日残高 (百万円) 5,000 11,000 2,400 1,054 434

特別償却
積立金

固定資産
圧縮積立金

別途
積立金

繰越利益 
剰余金

合計

平成19年３月31日残高 948 16,486 1,192,500 360,397 1,590,219

中間会計期間中の変動額 (百万円)

剰余金の配当  △58,443 △58,443

特別償却積立金の取崩 △274 274 ─

固定資産圧縮積立金の取崩 △9,821 9,821 ─

別途積立金の積立  22,000 △22,000 ─

中間純利益 146,250 146,250

自己株式の取得 ─

自己株式の処分 ─

中間会計期間中の変動額合計 (百万円) △274 △9,821 22,000 75,902 87,806

平成19年９月30日残高 (百万円) 674 6,665 1,214,500 436,299 1,678,025



前へ   次へ 

前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  
株主資本

資本剰余金 利益剰余金

資 資 そ 利 そ 自 株

本 本 の 益 の 己 主

金 準 他 準 他 株 資

備 資 備 利 式 本

金 本 金 益 合

剰 剰 計

余 余

金 金

(※)

平成18年３月31日残高 (百万円) 63,541 49,638 3 15,885 1,471,265 △ 2,817 1,597,515

当事業年度中の変動額

剰余金の配当（注） △ 47,103 △ 47,103

剰余金の配当 △ 52,029 △ 52,029

役員賞与（注） △ 233 △ 233

当期純利益 219,813 219,813

自己株式の取得 △ 236,050 △ 236,050

自己株式の処分 △ 3 △ 1,495 44,948 43,451

株主資本以外の項目の 
当事業年度中の変動額（純額）

─

当事業年度中の変動額合計 
           (百万円)

─ ─ △ 3 ─ 118,954 △ 191,102 △ 72,150

平成19年３月31日残高(百万円) 63,541 49,638 ─ 15,885 1,590,219 △ 193,918 1,525,365



 
(注) 平成18年６月の定時株主総会での利益処分項目である。 

  

評価・換算差額等

純

そ評 繰 評差 資

の価 延 価額 産

他差 ヘ ・等 合

有額  ッ 換合 計

価金 ジ 算計

証 損

券  益

平成18年３月31日残高 (百万円) 130,927 ─ 130,927 1,728,443

当事業年度中の変動額

剰余金の配当（注） △ 47,103

剰余金の配当 △ 52,029

役員賞与（注） △ 233

当期純利益 219,813

自己株式の取得 △ 236,050

自己株式の処分 43,451

株主資本以外の項目の 

当事業年度中の変動額（純額）
△ 594 △ 297 △ 892 △ 892

当事業年度中の変動額合計 
           (百万円)

△ 594 △ 297 △ 892 △ 73,042

平成19年３月31日残高(百万円) 130,333 △ 297 130,036 1,655,400



前へ   次へ 

(※)その他利益剰余金の内訳 

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会での利益処分項目である。 

  

退職給与
積立金

配当準備
積立金

研究開発
積立金

設備更新 
積立金

輸出振興
積立金

平成18年３月31日残高 (百万円) 5,000 11,000 2,400 1,054 434

当事業年度中の変動額合計 (百万円) ─ ─ ─ ─  ─

平成19年３月31日残高 (百万円) 5,000 11,000 2,400 1,054 434

特別償却
積立金

固定資産
圧縮積立金

別途
積立金

繰越利益 
剰余金

合計

平成18年３月31日残高 1,427 15,365 1,072,500 362,085 1,471,265

当事業年度中の変動額 (百万円)

剰余金の配当（注）  △ 47,103 △ 47,103

剰余金の配当 △ 52,029 △ 52,029

役員賞与（注） △ 233 △ 233

特別償却積立金の積立（注） 77 △ 77 ─

固定資産圧縮積立金の積立（注） 68 △ 68 ─

別途積立金の積立（注） 120,000 △ 120,000 ─

特別償却積立金の取崩 

（当事業年度）
△ 556 556 ─

固定資産圧縮積立金の積立 

（当事業年度）
1,052 △ 1,052 ─

当期純利益 219,813 219,813

自己株式の処分 △ 1,495 △ 1,495

当事業年度中の変動額合計 (百万円) △ 479 1,121 120,000 △ 1,688 118,954

平成19年３月31日残高 (百万円) 948 16,486 1,192,500 360,397 1,590,219



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日）

前事業年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

１ 資産の評価基準及び評価方法 

（1） たな卸資産 

  商品 

   総平均法による低価法 

  製品・半製品・仕掛品 

   総平均法による原価法 

  原材料・貯蔵品 

   移動平均法による低価法

１ 資産の評価基準及び評価方法

（1） たな卸資産

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

（1） たな卸資産

同左

（2） 有価証券 

  満期保有目的の債券

    償却原価法（定額法）

  子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

  その他有価証券

   時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定

している）

   時価のないもの

    移動平均法による原価法

（2） 有価証券 

  満期保有目的の債券

同左

  子会社株式及び関連会社株式

   同左

  その他有価証券

   時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定

しております）

   時価のないもの

       同左

（2） 有価証券

  満期保有目的の債券

同左

  子会社株式及び関連会社株式

同左

  その他有価証券

   時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づ

く時価法

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定

している）

   時価のないもの

同左

（3） デリバティブ 

  時価法

（3） デリバティブ

同左

（3） デリバティブ

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

（1） 有形固定資産及び賃貸用不動

産

  定率法

  但し、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採

用している。

  なお、有形固定資産の主な耐用

年数は以下のとおりである。

２ 固定資産の減価償却の方法

（1） 有形固定資産及び賃貸用不動

産

  定率法

  但し、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。

  なお、有形固定資産の主な耐用

年数は以下のとおりでありま

す。

２ 固定資産の減価償却の方法

（1） 有形固定資産及び賃貸用不動

産

  定率法

  但し、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採

用している。

  なお、有形固定資産の主な耐用

年数は以下のとおりである。

建物     15～50年

機械及び装置 ４～15年

同左 同左

――――― (会計処理の変更) 

法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間から、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法

に基づく償却方法に変更してお

ります。これに伴う営業利益、

経常利益、税引前中間純利益に

与える影響額は軽微でありま

す。 

―――――



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日）

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）

――――― (会計処理の変更) 

法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間から、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法

に基づく償却方法に変更してお

ります。これに伴う営業利益、

経常利益、税引前中間純利益に

与える影響額は軽微でありま

す。 

―――――

――――― (追加情報) 

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形

固定資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の５％

に到達した会計年度の翌年度よ

り、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。これに

伴う営業利益、経常利益、税引

前中間純利益に与える影響額は

軽微であります。 

―――――

（2） 無形固定資産

  定額法

（2） 無形固定資産

同左

（2） 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準

（1） 貸倒引当金

  受取手形、売掛金等の貸倒れに

よる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上

している。

３ 引当金の計上基準

（1） 貸倒引当金

  受取手形、売掛金等の貸倒れに

よる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上

しております。

３ 引当金の計上基準

（1） 貸倒引当金

  受取手形、売掛金等の貸倒れに

よる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上

している。

（2） 売上割戻引当金

将来の売上割戻に備えるため、

中間会計期間末売上債権に対し

当中間会計期間中の実績割戻率

を乗じた額を計上している。

（2） 売上割戻引当金

将来の売上割戻に備えるため、

中間会計期間末売上債権に対し

当中間会計期間中の実績割戻率

を乗じた額を計上しておりま

す。

（2） 売上割戻引当金

  将来の売上割戻に備えるため、

期末売上債権に対し当期中の実

績割戻率を乗じた額の合計額を

計上している。

（3） 賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、中間会計期

間末在籍従業員に対して、支給

対象期間に基づく賞与支給見込

額を計上している。

（3） 賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、中間会計期

間末在籍従業員に対して、支給

対象期間に基づく賞与支給見込

額を計上しております。

（3） 賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、期末在籍従

業員に対して、支給対象期間に

基づく賞与支給見込額を計上し

ている。



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日）

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）

（4） 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、期首時点で見積った中間会

計期間末における退職給付債務

の見込額から企業年金制度(企

業年金基金制度及び適格退職年

金制度)に係る年金資産の公正

価値の見込額を差し引いた金額

に基づいて計上している。

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定

額法により費用処理している。

数理計算上の差異は、その発生

時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分し

た額をそれぞれその発生した事

業年度から費用処理することと

している。

（4） 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、期首時点で見積った中間会

計期間末における退職給付債務

の見込額から企業年金制度(企

業年金基金制度及び適格退職年

金制度)に係る年金資産の公正

価値の見込額を差し引いた金額

に基づいて計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定

額法により費用処理しておりま

す。

数理計算上の差異は、その発生

時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分し

た額をそれぞれその発生した事

業年度から費用処理することと

しております。

（4） 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、期首時点で見積った事業年

度末における退職給付債務の見

込額から企業年金制度（企業年

金基金制度及び適格退職年金制

度）に係る年金資産の公正価値

の見込額を差し引いた金額に基

づいて計上している。

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定

額法により費用処理している。

数理計算上の差異は、その発生

時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分し

た額をそれぞれその発生した年

度から費用処理することとして

いる。

――――― (追加情報) (追加情報)

  当社は、従来の退職給付制度の

見直しを実施し、平成19年４月

より退職一時金制度の一部を確

定拠出年金制度に移行しており

ます。これに関して、「退職給

付制度間の移行等に関する会計

処理」（企業会計基準委員会

平成14年１月31日 企業会計基

準適用指針第１号）を適用して

おり、退職給付制度変更益

1,031百万円を計上しておりま

す。

  当社は、従来の退職給付制度の

見直しを実施し、平成19年４月

より退職一時金制度の一部を確

定拠出年金制度に移行してい

る。これに伴い、翌事業年度に

約10億円の特別利益を計上する

予定である。

（5） 役員退職慰労引当金 （5） 役員退職慰労引当金 （5） 役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく要支給額

を計上している。

    役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく要支給額

を計上しております。

    役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく要支給額

を計上している。

（6） スモン訴訟填補引当金

  今後の健康管理手当及び介護費

用等の支払いに備えるため、中

間会計期間末現在の当社関係の

和解者を対象に、昭和54年９

月、スモンの会全国連絡協議会

等との間で締結された和解に関

する確認書及び成立した和解の

内容に従って算出した額を計上

している。

（6） スモン訴訟填補引当金

  今後の健康管理手当及び介護費

用等の支払いに備えるため、中

間会計期間末現在の当社関係の

和解者を対象に、昭和54年９

月、スモンの会全国連絡協議会

等との間で締結された和解に関

する確認書及び成立した和解の

内容に従って算出した額を計上

しております。

（6） スモン訴訟填補引当金

  今後の健康管理手当及び介護費

用等の支払いに備えるため、期

末現在の当社関係の和解者を対

象に、昭和54年９月、スモンの

会全国連絡協議会等との間で締

結された和解に関する確認書及

び成立した和解の内容に従って

算出した額を計上している。



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日）

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）

４ リース取引の処理方法 ４ リース取引の処理方法 ４ リース取引の処理方法

    リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ている。

    リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

    リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ている。

５ ヘッジ会計の方法

（1） ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっている。

  なお、為替予約については振当

処理の要件を満たしている場合

は振当処理を採用している。

５ ヘッジ会計の方法

（1） ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

  なお、為替予約については振当

処理の要件を満たしている場合

は振当処理を採用しておりま

す。

５ ヘッジ会計の方法

（1） ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっている。

  なお、為替予約については振当

処理の要件を満たしている場合

は振当処理を採用している。

（2） ヘッジ手段、ヘッジ対象及び

ヘッジ方針

  短期変動金利に連動する、将来

の運用収益に係るキャッシュ・

フローの一部をヘッジするため

に円金利スワップ取引を行って

いる。また、金額的に重要で、

かつ、取引が個別に認識できる

一部の外貨建取引について、為

替予約を利用している。これら

のヘッジ取引は、利用範囲や取

引先金融機関選定基準等につい

て定めた規定に基づき行ってい

る。

（2） ヘッジ手段、ヘッジ対象及び

ヘッジ方針

  短期変動金利に連動する、将来

の運用収益に係るキャッシュ・

フローの一部をヘッジするため

に円金利スワップ取引を行って

おります。また、金額的に重要

で、かつ、取引が個別に認識で

きる一部の外貨建取引につい

て、為替予約を利用しておりま

す。これらのヘッジ取引は、利

用範囲や取引先金融機関選定基

準等について定めた規定に基づ

き行っております。

（2） ヘッジ手段、ヘッジ対象及び

ヘッジ方針

  短期変動金利に連動する、将来

の運用収益に係るキャッシュ・

フローの一部をヘッジするため

に円金利スワップ取引を行って

いる。また、金額的に重要で、

かつ、取引が個別に認識できる

一部の外貨建取引について、為

替予約を利用している。これら

のヘッジ取引は、利用範囲や取

引先金融機関選定基準等につい

て定めた規定に基づき行ってい

る。

（3） ヘッジ有効性評価の方法

  事前テストは回帰分析等の統計

的手法、事後テストは比率分析

により実施している。

（3） ヘッジ有効性評価の方法

  事前テストは回帰分析等の統計

的手法、事後テストは比率分析

により実施しております。

（3） ヘッジ有効性評価の方法

  事前テストは回帰分析等の統計

的手法、事後テストは比率分析

により実施している。

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理は税抜方式

によっている。

  なお、仮払消費税と仮受消費税

とを相殺のうえ未払消費税とし

て表示している。

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

  なお、仮払消費税と仮受消費税

とを相殺のうえ、未払消費税等

として表示しております。

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

  消費税等の会計処理は税抜方式

によっている。

  



    
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
  

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日）

前事業年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

１ 貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等

  当中間会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会

計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準適用指針第

８号）を適用している。 

なお、従来の「資本の部」の合

計 に 相 当 す る 金 額 は、

1,657,071百万円である。 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中

間財務諸表は、改正後の中間財

務諸表等規則により作成してい

る。

―――――

  

１ 貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等

  当事業年度から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基

準第５号)及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」(企業会計

基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準適用指針第８号)

を適用している。 

なお、従来の「資本の部」の合

計 に 相 当 す る 金 額 は、

1,655,698百万円である。 

財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における財務諸表

は、改正後の財務諸表等規則に

より作成している。

２ 企業結合に係る会計基準等

  当中間会計期間から「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審

議会 平成15年10月31日）及び

「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準

適用指針第10号）を適用してい

る。

――――― ２ 企業結合に係る会計基準等

  当事業年度から「企業結合に係

る会計基準」(企業会計審議会

平成15年10月31日)及び「企業

結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準適用指針

第10号)を適用している。

――――― ――――― ３ 役員賞与引当金

  当事業年度より、「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基

準委員会 平成17年11月29日

企業会計基準第４号)を適用し

ている。 

これにより営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は、それ

ぞれ213百万円減少している。



前へ   次へ 

表示方法の変更 
  

 
  

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 
  

 
  

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

――――― (中間貸借対照表関係)

内国法人の発行する譲渡性預金は従来、「現金及び

預金」に含めて表示しておりましたが、「金融商品

会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会 平

成19年７月４日 会計制度委員会報告第14号）及び

「金融商品会計に関するQ&A」（日本公認会計士協

会 平成19年11月６日 会計制度委員会）の改正に

伴い、「有価証券」に含めて表示しております。 

なお、前中間貸借対照表の「現金及び預金」に含ま

れる内国法人の発行する譲渡性預金は、74,298百万

円であります。

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末 
（平成19年３月31日）

 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

250,600百万円

   賃貸用不動産減価償却累計額

5,217百万円

 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

264,981百万円
 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

255,491百万円

   賃貸用不動産減価償却累計額

5,699百万円

 ２ 偶発債務

（ア）下記会社等の金融機関より

の借入金に対し、債務保証

を行っている。

 ２ 偶発債務

当社従業員の金融機関から

の借入金に対し、債務保証

を行っております。

 ２ 偶発債務

当社従業員の金融機関より

の借入金に対し、債務保証

を行っている。

 

 武田薬品工業㈱従業員…

3,063百万円
 

 

保証債務残高 2,454百万円  武田薬品工業㈱従業員…

2,753百万円

（イ）下記会社の取引先とのコ・

プロモーション フィーに対

し、債務保証を行ってい

る。

 武田ファーマシューティカルズ・

 ノースアメリカ㈱…

3,153百万円

(26,516千米ドル)

合計 6,216百万円

 

―――――

 

―――――

 

※３ 中間会計期間末日満期手形

の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理

をしている。 

なお、当中間会計期間末日

は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が中間

会計期間末残高に含まれて

いる。

受取手形 2,138百万円
 

※３ 中間会計期間末日満期手形

の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理

をしております。 

なお、当中間会計期間末日

は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が中間

会計期間末残高に含まれて

おります。

受取手形 1,851百万円
 

※３ 当事業年度末日の満期手形

の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理

をしている。 

なお、当事業年度末日は金

融機関の休日であったた

め、次の満期手形が当事業

年度末日の残高に含まれて

いる。

受取手形 2,779百万円



（中間損益計算書関係） 
  

 
  

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日）

前事業年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

※１ 減価償却実施額

有形固定資産…6,258百万円

無形固定資産…  5

賃貸用不動産… 482

※１ 減価償却実施額

有形固定資産 7,037百万円

無形固定資産     4

賃貸用不動産   212

※１ 減価償却実施額

有形固定資産…13,976百万円

無形固定資産…   8

賃貸用不動産…  964

※２ 特別利益

（固定資産売却益）

遊休不動産の売却益を特別利益に

計上している。主な内訳は土地で

ある。

※２ 特別利益

（関係会社株式売却益）

ワイス株式会社、武田キリン食品

株式会社の株式譲渡益を計上して

おります。

※２ 特別利益

（固定資産売却益）

遊休不動産の売却益を特別利益に

計上している。主な内訳は土地で

ある。

（関係会社株式売却益） （退職給付制度変更益） （関係会社株式売却益）

「ワイス株式会社」及び「三井武

田ケミカル株式会社」の株式譲渡

益を計上している。

当社の退職一時金制度の一部を確

定拠出年金制度に移行したことに

伴うものであります。 

「ワイス株式会社」、「三井武田

ケミカル株式会社」の株式譲渡益

を計上している。

（抱合せ株式消滅差益）

「大和ホールディングス株式会

社」、「新和ホールディングス株

式会社」の吸収合併に伴い、抱合

せ株式消滅差益を計上している。

（抱合せ株式消滅差益)

「大和ホールディングス株式会

社」、「新和ホールディングス株

式会社」の吸収合併に伴い、抱合

せ株式消滅差益を計上している。

※３ 過年度法人税等 ※３ 過年度法人税等

米国の50％保有持分法適用関連会

社であるＴＡＰファーマシューテ

ィカル・プロダクツ株式会社との

製品供給取引等に関して、移転価

格税制に基づく更正を受け、平成

18年７月に納付した追徴税額であ

る。

――――― 米国の50％保有持分法適用関連会

社であるＴＡＰファーマシューテ

ィカル・プロダクツ株式会社との

製品供給取引等に関して、移転価

格税制に基づく更正を受け、平成

18年７月に納付した追徴税額であ

る。



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 
  減少数の主な内訳は、次のとおりである。 

 
  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 
  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 
  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 自己株式に関する事項 
  

   
  (変動事由の概要) 

  増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 
  減少数の主な内訳は、次のとおりである。 

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(千株)  535  27,933  6,342  22,126

会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得     21,237千株

子会社の吸収合併による子会社保有の当社株式の取得          6,682千株

単元未満株式の買取りによる増加  14千株

株式交換による減少 6,340千株

単元未満株式の買増請求による減少             2千株

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(千株) 29,813 16,514 2 46,324

会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得  28,907千株

単元未満株式の買取りによる増加           17千株

単元未満株式の買増請求による減少      2千株

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 535 35,621 6,343 29,813

会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得     28,907千株

子会社の吸収合併による子会社保有の当社株式の取得          6,682千株

単元未満株式の買取りによる増加  33千株

株式交換による減少                 6,340千株

単元未満株式の買増請求による減少    3千株



（リース取引関係） 

  

 
  

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日）

前事業年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額
その他 

(車両及びそ 
の他の陸上 
運搬具)

その他 
(工具・器具 
及び備品)

合計

百万円

取得価額 
相当額

3,086 580 3,666

減価償却 
累計額 
相当額

1,508 338 1,846

中間 
期末残高 
相当額

1,578 242 1,820

   なお、取得価額相当額の算定

は、未経過リース料中間会計

期間末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

によっている。

 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額
その他 

(車両及びそ
の他の陸上 
運搬具)

その他 
(工具・器具
及び備品)

合計

百万円

取得価額 
相当額

3,142 465 3,607

減価償却 
累計額 
相当額

1,637 189 1,826

中間 
期末残高 
相当額

1,505 276 1,781

   なお、取得価額相当額の算定

は、未経過リース料中間会計

期間末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

によっております。

 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額
その他 

(車両及びそ
の他の陸上 
運搬具)

その他 
(工具・器具 
及び備品)

合計

百万円

取得価額 
相当額

3,231 633 3,864

減価償却 
累計額 
相当額

1,644 320 1,963

期末残高 
相当額

1,587 313 1,900

   なお、取得価額相当額の算定

は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支

払利子込み法によっている。

 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

 １年内 698百万円

 １年超 1,123

 合計 1,820

   なお、未経過リース料中間会

計期間末残高相当額の算定

は、未経過リース料中間会計

期間末残高が有形固定資産の

中間会計期間末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法によっている。

 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

 １年内 687百万円

 １年超 1,094

 合計 1,781

   なお、未経過リース料中間会

計期間末残高相当額の算定

は、未経過リース料中間会計

期間末残高が有形固定資産の

中間会計期間末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法によっております。

 

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

 １年内 716百万円

 １年超 1,184

 合計 1,900

   なお、未経過リース料期末残

高相当額の算定は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

によっている。

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 374百万円

減価償却費 
相当額

374

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 384百万円

減価償却費
相当額

384

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 755百万円

減価償却費
相当額

755

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっている。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっている。



（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはない。 
  

（企業結合等関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

・株式交換 

１. 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的

を含む取引の概要 

中間連結財務諸表 注記事項 (企業結合等関係）に記載のとおりである。 

２. 実施した会計処理の概要 

対価として交付した当社株式の時価で、当該株式交換によって追加取得した大和不動産株式会社

の株式を計上している。 

３. 子会社株式の追加取得に関する事項 

中間連結財務諸表 注記事項 (企業結合等関係）に記載のとおりである。 

・吸収合併 

１. 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的

を含む取引の概要 

(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容 

①結合企業 

名称    武田薬品工業株式会社(当社) 

事業の内容 医薬品等の製造、販売 

②被結合企業 

名称    大和ホールディングス株式会社及び新和ホールディングス株式会社 

事業の内容 不動産事業等を目的とした会社の株式の所有 

(2)企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

当社を存続会社、大和ホールディングス株式会社及び新和ホールディングス株式会社を消滅会社

とする吸収合併であり、結合後企業の名称は武田薬品工業株式会社である。なお、合併に伴う新株

式の発行及び資本金の増加はない。 

(3)取引の目的を含む取引の概要 

上記の株式交換により完全子会社化した大和不動産株式会社及び新和不動産株式会社の各々につ

き、会社分割(新設分割)により、不動産事業会社(大和不動産株式会社及び新和不動産株式会社)を

分離した。分割後の非不動産事業会社２社（大和ホールディングス株式会社及び新和ホールディン

グス株式会社に社名変更）を、当社グループの経営効率を向上させることを目的として、当社に吸

収合併した。 

２. 実施した会計処理の概要 

当社が大和ホールディングス株式会社及び新和ホールディングス株式会社より受け入れた資産及び

負債は、連結財務諸表上の帳簿価額の修正を含めた適正な帳簿価額により計上した。また、当該子会

社株式の帳簿価額と増加株主資本との差額を「抱合せ株式消滅差益」として特別利益に計上した。 

  



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

・吸収分割 

１. 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的

を含む取引の概要 

(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容 

名称     武田薬品不動産株式会社 

事業の内容  テナントビル事業（ＴＳタワー、ＩＴビル、ＴＮＫビル） 

(2)企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

当社を分割会社とし、当社の子会社である武田薬品不動産株式会社を承継会社とする吸収分割。 

 結合当事企業の名称変更はありません。 

(3)取引の目的を含む取引の概要 

当社グループの不動産事業の更なる効率化を図るため、当社のテナントビル事業を、会社分割に

より、100％子会社である武田薬品不動産株式会社に承継することとしました。 

  

２. 実施した会計処理の概要 

上記分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合

会計基準及び分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計審議会 平成17年12月27日 企業会計基

準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行なっております。 

当社は、武田薬品不動産から受取対価として武田薬品不動産株式を受け取りましたが、当該株式を

通じて、移転した事業に関する事業投資を引き続き行なっていると考えられることから、移転損益は

認識しておりません。 

  



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 １ 株式交換 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目

的を含む取引の概要 

連結財務諸表 注記事項 (企業結合等関係)に記載のとおりである。 

(2) 実施した会計処理の概要 

対価として交付した当社株式の時価で、当該株式交換によって追加取得した大和不動産株式会社

の株式を計上している。 

(3) 子会社株式の追加取得に関する事項 

連結財務諸表 注記事項 (企業結合等関係)に記載のとおりである。 

 ２ 吸収合併 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目

的を含む取引の概要 

①結合当事企業の名称及びその事業の内容 

・結合企業 

名称     武田薬品工業株式会社(当社) 

事業の内容  医薬品等の製造、販売 

・被結合企業 

名称     大和ホールディングス株式会社及び新和ホールディングス株式会社 

事業の内容  不動産事業等を目的とした会社の株式の所有 

②企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

当社を存続会社、大和ホールディングス株式会社及び新和ホールディングス株式会社を消滅会社

とする吸収合併であり、結合後企業の名称は武田薬品工業株式会社である。なお、合併に伴う新株

式の発行及び資本金の増加はない。 

③取引の目的を含む取引の概要 

上記の株式交換により完全子会社化した大和不動産株式会社及び新和不動産株式会社の各々につ

き、会社分割(新設分割)により、不動産事業会社(大和不動産株式会社及び新和不動産株式会社)を

分離した。分割後の非不動産事業会社２社(大和ホールディングス株式会社及び新和ホールディング

ス株式会社に社名変更)を、当社グループの経営効率を向上させることを目的として、当社に吸収合

併した。 

(2) 実施した会計処理の概要 

当社が大和ホールディングス株式会社及び新和ホールディングス株式会社より受け入れた資産及び

負債は、連結財務諸表上の帳簿価額の修正を含めた適正な帳簿価額により計上した。また、当該子会

社株式の帳簿価額と増加株主資本との差額を「抱合せ株式消滅差益」として特別利益に計上した。 

  



前へ 

（１株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

（重要な後発事象） 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 自己株式取得の件 

 当社は、当中間会計期間末日

後、半期報告書提出日までの間

に自己株式取得、又は取締役会

における自己株式取得の決議を

行った。 

 なお、当半期報告書提出日現

在において(4)③の決議に係る

自己株式の取得は完了していな

い。

 (1) 理由 

 資本効率の向上を図るとと

もに経営環境に応じた機動的

な財務政策を可能とするた

め。

 (2) 取得した株式の種類  

普通株式

 (3) 取得の方法  

市場買付による

 (4) 取得した株式の数、株式の取

得価額、取得の期間

  ①９月28日取締役会決議 

取得した株式の数   

 1,220,200株 

株式の取得価額 

 9,102百万円 

自己株式取得の期間  

 平成18年10月２日から 

 平成18年10月27日

  ②11月６日取締役会決議 

取得した株式の数   

 5,631,100株 

株式の取得価額  

 41,692百万円 

自己株式取得の期間  

 平成18年11月７日から 

 平成18年11月28日

  ③11月29日取締役会決議 

取得する株式の数   

 4,800,000株を 

 上限とする 

株式の取得価額  

 35,000百万円を 

 上限とする 

自己株式取得の期間  

 平成18年11月30日から 

 平成18年12月22日

１ ハウスウェルネスフーズ株式会

社及び住化武田農薬株式会社の

株式譲渡の件

   本年10月に、当社が保有する

ハウスウェルネスフーズ株式会

社（議決権保有割合34％）及び

住化武田農薬株式会社（同

40％）の株式について、各々、

ハウス食品株式会社との合弁契

約、住友化学株式会社との合弁

契約に基づき、保有株式の全て

を譲渡しました。譲渡金額は計

26,129百万円であり、当中間会

計年度において8,431百万円の

株式譲渡益が発生しておりま

す。  

 

 

 

１ 自己株式取得の件 

 当社は、本年５月18日開催の

取締役会において、自己株式を

取得することを決議し、以下の

とおり実施した。

 (1) 理由  

 資本効率の向上を図るとと

もに経営環境に応じた機動的

な財務政策を可能とするため

 (2) 取得した株式の種類 

普通株式

 (3) 取得の方法 

市場買付による

 (4) 取得した株式の数 

3,631,100株

 (5) 株式の取得価額  

28,562百万円

 (6) 自己株式取得の時期 

平成19年５月21日から 

平成19年６月22日

２ 武田キリン食品株式会社及びワ

イス株式会社の株式譲渡の件

   本年４月に、当社が保有する

武田キリン食品株式会社(議決

権保有割合34％)及びワイス株

式会社(同20％)の株式につい

て、各々、麒麟麦酒株式会社と

の合弁契約、米国ワイス社との

株式譲渡契約に基づき、保有株

式の全てを譲渡しました。譲渡

金額は合計約310億円であり、

翌事業年度において約280億円

の株式譲渡益が発生する見込み

である。



(2) 【その他】 

①  平成19年11月５日開催の当社取締役会において、第131期（平成19年４月１日から平成20年３月

31日）の中間配当につき当社定款第38条に基づき、下記のとおり決議されました。 

 
  

② 訴訟案件  

米国における一部の医薬品の販売に関し、ＡＷＰ（Average Wholesale Price：平均卸売価格）

として公表されている価格と実際の販売価格とが乖離していること等により損害を受けたとして、

患者本人、保険会社および州政府等から損害賠償を請求する民事訴訟（いわゆる「ＡＷＰ訴訟」）

が、大手を含む多数の製薬会社に対し提起されております。ＴＡＰファーマシューティカル・プロ

ダクツ社（以下、ＴＡＰ社）は、同社が販売する「ランソプラゾール（米国製品名：プレバシ

ド）」につき複数の連邦および州裁判所においてＡＷＰ訴訟を提起されており、うち１件について

は当社も被告とされております。また、武田ファーマシューティカルズ・ノースアメリカ株式会社

は、同社が販売する「アクトス」につき、複数の州裁判所においてＡＷＰ訴訟を提起されておりま

す。  

  

③ 移転価格税制に基づく更正処分の件 

当社は、昨年６月28日、大阪国税局より、当社とＴＡＰ社との間の2000年３月期から2005年３月

期の６年間の製品供給取引等に関して、米国市場から得られる利益が、当社とＴＡＰ社間の利益配

分において、当社に対して過少に配分されているとの判断により、移転価格税制に基づく更正通知

書を受領しました。更正された所得金額は６年間で1,223億円であり、地方税等を含めた追徴税額

571億円について昨年７月に全額を納付しましたが、当社はこの更正処分を不服として、昨年８月

25日、大阪国税局に対し異議申立書の提出を行いました。   

  

上記②及び③のいずれにつきましても遺漏なく対応してまいります。 

  

  

  

  

（ア）中間配当金の総額 70,807,632,168円

（イ）１株当たりの中間配当金 84円00銭

（ウ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成19年12月３日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(１) 有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第130期)

自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日

平成19年６月28日 
関東財務局長に提出

(２) 自己株券買付状況報告書 平成19年６月８日   
平成19年７月10日

平成19年８月９日

平成19年９月10日

平成19年10月５日

関東財務局長に提出

(３) 自己株券買付状況報告書の訂正報告書 平成19年10月９日 
関東財務局長に提出

上記(2) 自己株券買付状況報告書（平成19年10月５日提出）に対する訂正報告



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成18年12月20日

武田薬品工業株式会社 

 取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている武田薬品工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、武田薬品工業株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、取締役会において自己株式を取得することを決議す

るとともに、自己株式の取得を行った。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  石  田     昭  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  玉  井  照  久  ㊞

(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成19年12月20日

武田薬品工業株式会社 

 取締役会 御中 

 

  
 

  

 

  

 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている武田薬品工業株式会社の平成19年４月1日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中

間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、武田薬品工業株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報  

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年10月にハウスウェルネスフーズ株式会社及び住

化武田農薬株式会社の株式全てを譲渡した。  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 佐  藤 正  典   ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 目 加 田 雅   洋   ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 谷 尋   史   ㊞

(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成18年12月20日

武田薬品工業株式会社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている武田薬品工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第130期事業年度の中間会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、武田薬品工業株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、取締役会において自己株式を取得することを決議す

るとともに、自己株式の取得を行った。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  石  田     昭  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  玉  井  照  久  ㊞

(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成19年12月20日

武田薬品工業株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  

 

  
 

  
  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている武田薬品工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第131期事業年度

の中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借

対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、武田薬品工業株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

追記情報  

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年10月にハウスウェルネスフーズ株式会社及び住

化武田農薬株式会社の株式全てを譲渡した。  

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 佐  藤 正  典   ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 目 加 田 雅    洋   ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 谷 尋   史   ㊞

(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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